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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成２

９年第３回美幌町議会定例会を開会しま

す。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第 1 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、４番上杉晃央さん、５番稲

垣淳一さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る６月９日に議会運営委員会を開きま

したので、委員長から報告を求めます。 

１１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） 〔登壇〕 平成

２９年第３回美幌町議会定例会の開会に当

たり、去る６月９日、議会運営委員会を開

催いたしましたので、その内容と結果につ

いて報告いたします。 

本定例会に付議された案件は、議案１０

件、意見書案１件、報告事項４件ほかであ

ります。 

本日６月２０日、第１日目は、まず初め

に、町長から行政報告を受けます。 

その後、一般質問に入りますが、通告順

に戸澤義典さん、新鞍峯雄さん、坂田美栄

子さん、大江道男さんの４名を予定してい

ます。 

第２日目６月２１日、あすになります

が、前日に引き続き一般質問を行い、稲垣

淳一さんの１名を予定しています。 

その後、議案審議へと入り、議案第２６

号動産の取得についてから、議案第３５号

平成２９年度美幌町介護保険特別会計補正

予算（第１号）についての議案審議を行

い、その後、意見書案の審議、報告案件な

どを予定しています。 

次に、本定例会において意見書の提出を

求める要請・陳情を８件受理しています。

そのうち、取り扱いが決定した３件につい

て報告いたします。 

美幌地区連合会からの平成２９年度北海

道最低賃金改正等に関する意見書採択に関

する陳情については、意見書を作成し、国

等の関係機関に提出することといたしま

す。 

なお、２０１７年原水爆禁止国民平和大

行進北海道実行委員会からの、日本政府に

核兵器禁止条約の交渉会議に参加し、条約

実現に真剣に努力するよう求める意見書採

択に関する要請、美幌地区連合会からの、

地方財政の充実・強化を求める意見書採択

に関する陳情については、資料配付の措置

といたしました。 

以上のとおり審議を進めることとし、会

期を本日６月２０日から６月２１日までの

２日間といたします。 

審議の進行状況によっては、日程を変更

する場合もありますので、議員及び行政職

員各位におかれましては、理解と協力をお

願いいたします。 

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆様には、真摯な

答弁と対応を申し上げまして、議会運営委

員会委員長としての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、本定例会の会期を本日か

ら６月２１日までの２日間としたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は本日から６月２１日
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までの２日間と決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。 

なお、鈴木農業委員会会長、本日欠席の

旨、松本選挙管理委員会委員長明日欠席の

旨、それぞれ届け出がありました。 

また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。 

以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。 

町長から行政報告があります。 

町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 本日、

ここに平成２９年第３回美幌町議会定例会

が開催されるに当たり、御出席を賜りまし

た議員各位に対しまして、心から感謝いた

しますとともに、行政報告と提出案件の概

要について御説明を申し上げます。 

行政報告といたしましては、第１に、職

員の人事異動の発令についてであります。 

去る４月１日、人事異動の発令をいたし

ましたが、今回の異動につきましては、総

務グループに庁舎改築及び事務改善を担当

する主査職を配置したほか、建設グループ

部門の強化を図るため、技術職員１名の増

員を、保健・医療・介護・福祉の連携強化

を図るため、国民健康保険病院地域医療連

携室に主幹職を配置するなど、組織体制の

見直しを行いました。 

また、３月末の定年等による退職者の補

充、長期在任者の配置がえのほか、北海道

との相互交流職員、及び地方自治法に基づ

く北海道からの派遣職員の配置、東日本大

震災被災地支援のための職員派遣、横山康

弘医師並びに新規採用職員、再任用職員の

発令を行った結果、全体で６８名の人事異

動となったところであります。 

第２に、職員の懲戒処分についてであり

ます。 

このたび、職員の公務外非行に対しまし

て、美幌町職員の懲戒処分等審査委員会に

おいて審査され、その答申結果を踏まえ、

５月１５日付けで一般職の職員１名を停職

３カ月の懲戒処分としたところでありま

す。 

平成２８年６月から平成２９年３月まで

の間、町内アパートの女性の部屋を二、三

回の頻度で窓越しにのぞいていたもので、

その際に、別の女性の部屋につきまして

も、一、二回窓越しにのぞいたことを認め

ています。 

本件は、町民の皆様からの信頼を失う行

為で、行政に対する信用を著しく失墜させ

たことはまことに遺憾であり、町民の皆様

に心からおわびを申し上げますとともに、

関係者の皆様並びに議員各位に対しまして

も、多大な御迷惑をおかけいたしましたこ

とを深くおわび申し上げる次第でありま

す。 

今回の事案につきましては、地方公務員

法に定める信用失墜行為に当たり、全体の

奉仕者としてふさわしくない非行に該当い

たします。動機及び態様が悪質なこと、公
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務内外に及ぼす影響が特に大きいことか

ら、３カ月の停職としたところでありま

す。 

なお、当該職員からは処分と同日付けで

退職願の提出があり、５月３１日をもって

依願退職を承認いたしましたので御報告を

申し上げます。 

本件は、公務員としてあってはならない

行為であり、公務員に求められる高い倫理

感と使命感の欠如が招いた結果であると受

けとめております。 

職員の不祥事に対し、町民の皆様の信頼

を損ねた行政の責任者として、本定例会に

おいて、私と副町長、教育長の責任を明ら

かにするとともに、今後このようなことが

二度と起こらないよう、公務員としての基

本的な心構えを再認識するために、公務員

倫理の保持と服務規律の確保に関する研修

に取り組むなど、町民の皆様の信頼回復に

努めてまいりたいと存じます。 

第３に、美幌町スポーツ奨励賞並びに美

幌町栄誉賞の表彰についてであります。 

本年１月１９日から栃木県日光市で開催

されました第６６回全国高等学校スケート

選手権大会スピードスケート競技に、本町

出身で白樺学園高等学校３年生（現東洋大

学１年生）の仲陽生さんが出場し、男子チ

ームパシュートで優勝というすばらしい成

績を上げられました。 

このことは、スケート関係者はもとよ

り、青尐年に夢と希望を与え、本町のスポ

ーツ振興に多大な貢献をされたことから、

去る３月１４日に美幌町スポーツ奨励賞の

表彰を行ったところであります。 

また、２月２４日に札幌市において開催

されました２０１７冬季アジア札幌大会ク

ロスカントリースキー競技に、本町出身で

マズシャスジャパン所属の大林千紗さんが

出場され、女子４×５キロメートルリレー

で優勝という偉業をなし遂げられました。 

このことは、スキー関係者はもとより、

本町にとって大変名誉なことであり、本町

のスポーツ振興に多大な貢献をされたこと

から、去る３月２９日に美幌町栄誉賞の表

彰を行ったところであります。 

また、本年１月２９日からカザフスタン

のアルマトイで開催されました第２８回ユ

ニバーシアード冬季競技大会スピードスケ

ート競技に、本町出身で信州大学３年生の

一戸誠太郎さんが出場され、男子５,０００

メートル及び男子チームパシュートで第２

位、男子マススタートで優勝という偉業を

なし遂げられました。 

さらに、２月２０日に帯広市において開

催されました２０１７冬季アジア大会スピ

ードスケート競技に出場され、男子５,００

０メートル及び男子１万メートルで、それ

ぞれ３位というすばらしい成績を上げられ

ました。 

このことは、スケート関係者はもとよ

り、本町にとって大変名誉なことであり、

本町のスポーツ振興に多大な貢献をされた

ことから、去る５月２１日に美幌町栄誉賞

の表彰を行ったところであります。 

一戸選手におかれましては、平成２４年

３月、高校生で出場されたユースオリンピ

ックスピードスケート競技において銀メダ

ルを獲得し、栄誉賞を受賞されて以来、２

度目の栄誉賞の受賞となります。 

このように、スポーツの全国大会や国際

大会におきまして、本町出身の選手が活躍

することは、町民にとって大変喜ばしく明

るい話題であり、今後ともさらなる御活躍

を町民の皆様とともに、御期待申し上げる

次第であります。 

次に、御提案いたします議案等について

御説明を申し上げます。 

動産の取得について。 

議案第２６号は、除雪トラックについ

て、議案第２７号は、美幌小学校教育用コ

ンピュータ機器について、議案第２８号

は、美幌町学校給食センターカートイン式

消毒保管庫について、それぞれ入札結果に

基づき取得しようとするもので、議決をい
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ただきたいのであります。 

工事請負契約の締結について。 

議案第２９号は、美幌下水終末処理場水

処理施設電気設備更新工事について、入札

結果に基づき契約しようとするもので、議

決をいただきたいのであります。 

過疎地域自立促進市町村計画の一部変更

について。 

議案第３０号は、平成２８年３月に策定

した市町村計画について、平成２９年度に

実施する一部の事業が未登載であることか

ら、過疎地域自立促進特別措置法に基づ

き、美幌町過疎地域自立促進市町村計画の

一部を変更しようとするものであります。 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

策定について。 

議案第３１号は、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律に基づき、田中、古梅、駒生・

登栄辺地に係る公共的施設の総合整備計画

を策定しようとするものであります。 

条例の改正について。 

議案第３２号、美幌町へき地保育所条例

の一部を改正する条例制定については、北

海道が創設した多子世帯の保育料軽減支援

事業制度により、第２子以降の３歳未満児

に係るへき地保育所の保育料を無料化しよ

うとするものであります。 

議案第３３号、美幌町過疎特別対策のた

めの固定資産税の課税免除に関する条例の

一部を改正する条例制定については、過疎

地域自立促進特別措置法の一部を改正する

法律の施行により、固定資産税の課税免除

となる対象業種の除外及び追加を行おうと

するものであります。 

平成２９年度各会計補正予算について。 

一般会計補正予算（第１号）につきまし

ては、廃棄物処理場雤水処理施設調査改修

設計委託料として８２６万２,０００円、産

地パワーアップ事業補助金として３,２２０

万円、スマッピーカード利用促進事業補助

金として４６３万４,０００円、図書館長嘱

託職員賃金等として２９４万８,０００円、

スポーツ団体合宿事業補助金として７１万

１,０００円などの増額を行おうとするもの

であります。 

介護保険特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、介護保険法改正に伴う電算

システム改修委託料の増額を行おうとする

ものであります。 

報告事項について。 

繰越明許費繰越計算書につきましては、

平成２８年度一般会計予算に計上しており

ました個人番号カード交付事業、経済対策

臨時福祉給付事業、共同生活支援事業所建

設費補助事業、畜産振興施設等整備事業及

び中山間地域所得向上支援事業について、

年度内の予算執行が困難なため、平成２９

年度に繰り越しをいたしましたので、御報

告を申し上げる次第であります。 

次に、経営状況報告につきましては、一

般財団法人美幌みどりの村振興公社から平

成２８年度の経営状況について報告があり

ましたので、御報告を申し上げる次第であ

ります。 

なお、細部については、後ほどそれぞれ

御説明を申し上げますので、御審議の上、

原案に御協賛を賜りますようお願い申し上

げまして、行政報告と提出案件の概要説明

といたします。 

以上、よろしくお願いをいたしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） これで行政報告を

終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 一般質

問を行います。 

通告順により発言を許します。 

６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 〔登壇〕 それで

は、私からは２点質問をさせていただきま

す。 

１点目は、無人航空機（ドローン）の導
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入の考え方について。 

昨今、全国的に自治体での無人航空機

（ドローン）を活用した取り組みが活発化

し、それにあわせて、平成２７年１２月１

０日には航空法の一部改正が施行され、国

土交通省航空局からも、無人航空機（ドロ

ーン、ラジコン機等）の安全な飛行のため

のガイドラインも示されました。また、北

見市においては、今年度予算で防災対策用

ドローンの導入を決めております。 

このように、多くの自治体がドローンの

活用を本格化しようとしておりますけれど

も、我が美幌町におけるドローン導入の考

え方についてお伺いいたします。 

２点目であります。人口減尐対策、特に

出生率向上施策ということで質問させてい

ただきます。 

首都圏の一部を除き、全国的に人口減尐

の歯どめがきかない中、我が美幌町でも、

ことし３月３１日には住民基本台帳人口が

２万人となり、１万人台突入かと危ぶまれ

ましたが、転入等により何とか２万人台を

キープした状況でした。 

土谷町長も町政を担ってから３期目の折

り返し、２年、延べ１０年が過ぎたわけで

すけれども、その間、美幌町総合計画を基

本として、子ども・子育て支援事業計画

や、まち・ひと・しごと創生総合戦略等、

各種計画を策定し、着実な計画の推進を図

ってきたと思慮しますけれども、そのよう

な中でも人口減尐に歯どめがかからず苦慮

していることと思います。 

それらを踏まえまして、人口減尐対策に

おける成果と今後の対策について、町長の

お考えをお聞かせください。 

以上、２点であります。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 戸澤議

員の質問に対しまして、答弁をさせていた

だきたいと思います。 

初めに、無人航空機（ドローン）の導入

の考え方について。 

多くの自治体がドローンの活用を本格化

しようとしている昨今、美幌町における無

人航空機（ドローン）の導入の考え方につ

いてでありますが、無人航空機（ドロー

ン）につきましては、災害対応を初め、測

量や物流、インフラの維持管理など、さま

ざまな分野において実用化に向けた動きが

加速している状況にあります。 

特に、防災分野におきましては、災害情

報及び被害状況を迅速かつ的確に把握し、

被害の防止、二次災害の発生を防ぐために

も、無人航空機（ドローン）は有効な資機

材の一つになり得ると考えております。 

このため、災害時における捜索及び救助

活動、情報収集の円滑化を図るため、美幌

消防署において無人航空機（ドローン）１

台を導入し、平成２８年４月から運用を開

始したところであります。 

これまでに活用実績はございませんが、

昨年１０月、旭小学校を会場に開催されま

した单地区自主防災総合訓練では、無人航

空機（ドローン）による情報収集訓練を実

施するなど、活用に向けた体制整備に取り

組んでおります。 

また、経済部においては、多面的機能支

払事業推進交付金により、平成２７年６月

にマルチコプター１台を導入しておりま

す。農用地や水路の現況確認はもとより、

植樹祭の様子を上空から撮影したり、農地

や林道の災害発生時には被災状況を鳥瞰視

点で調査するなど、幅広い用途で活用して

いるところであります。 

一方で、無人航空機（ドローン）の飛行

に際しては、風雤等の気象条件に加え、人

口集中地区は飛行できないなど、さまざま

な制約を受ける状況にあります。 

こうした中、政府は小型無人機による空

の産業革命の実現に向けて、風雤等の環境

変化への耐性向上や障害物との干渉を避け

ながら飛行する衝突回避機能など、安全に

運航するための技術開発と環境整備に取り

組んでいく考えを示しております。 
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このような現状を踏まえ、町といたしま

しては、機体及び操作性能の向上、運航管

理に係る技術開発の進展を注視しつつ、当

面は美幌消防署で導入した無人航空機（ド

ローン）の有効活用に努めてまいりたいと

存じております。 

次に、人口減尐対策（出生率向上施策）

について。 

人口減尐対策における成果と今後の対策

についてでありますが、人口減尐対策につ

きましては、平成２７年１０月に美幌版総

合戦略を策定し、子育て支援の充実や産業

振興、住み続けたいと思える生活環境整備

など、四つの基本戦略に掲げる施策を柱と

して取り組んでいるところであります。 

美幌版総合戦略の中でも、「このまちで

出会い結婚し、子どもを産み育てたいとい

う希望をかなえる」という基本戦略におき

ましては、妊娠・出産・子育てへの切れ目

のない支援及び、子ども・子育て支援の充

実という施策に基づいた事業を推進し、子

育て環境の充実を図っているところであり

ます。 

御質問の、人口減尐対策における成果に

ついてでありますが、平成２７年次に１.２

７であった合計特殊出生率が、平成２８年

次には１.３８となっており、０.１１ポイ

ントの増、同じく２７年次に１１７人であ

った出生数が、平成２８年次には１２１人

となり、４人の増加となっております。 

また、平成２７年度以降、美幌版総合戦

略の施策にも掲げております農業担い手育

成・強化による新規就農者１組５名、きめ

細やかな創業支援による町外からの新規起

業家６組１３名、移住の推進においては、

平成２７年に整備いたしました移住体験住

宅・四季彩美幌の移住体験者のうち２組３

名、合計で９組２１名の移住実績となって

いるなど、尐しずつではありますが、成果

があらわれてきていると認識しているとこ

ろであります。 

一方で、死亡数が出生数を上回るなどの

自然的要因、あるいは若者の流出などの社

会的要因により、人口減尐になかなか歯止

めがかからない状況が続いております。 

今後におきましても、美幌町子ども・子

育て支援事業計画の着実な推進を図るとと

もに、美幌版総合戦略に掲げております施

策などについては、町民組織や庁内組織に

よる効果検証を行い、必要な施策を適宜盛

り込みながら見直しを行うなど、今後とも

美幌で子供を産み、育てたい、住み続けた

いと思える生活環境整備を行い、戦略的な

人口減尐対策を進めてまいりたいと考えて

おりますので、御理解のほどよろしくお願

いをいたしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 御答弁ありがとう

ございました。 

それではまず、無人航空機（ドローン）

の導入の考え方につきまして、再質問させ

ていただきたいと思います。 

まず、現状確認として何点かお聞かせい

ただきたいと思います。 

１点目が、ドローンとマルチコプターを

それぞれ保有しているということでしたけ

れども、それぞれのパイロットの現状につ

いて、細部につきましては人数ですとか技

量、いわゆる飛行時間です。それから、整

備等を含めた知識、運用要領、個人で運用

しているのか組で運用しているのか。それ

から、ドローンとマルチコプターの操作上

の互換性、連携をどうやっているのか。あ

るいは、先ほどあったガイドラインの理解

度はどうなのかについてが大きな１点目で

あります。 

２点目としましては、運用上の統制者が

どうなっているのか。飛行の許可者が誰な

のかです。あるいは、他部局への運用の要

領等、部局間にまたがる横断的な運用がで

きる状態にあるのかどうか。これが大きく

２点目です。 

３点目は、身体や財産に損害を与えた場
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合等による処置、保険に加入しているかど

うかです。 

４点目は、ガイドラインでは夜間飛行、

イベント上空飛行、目視外飛行等には、国

土交通大臣の許可・承認が必要であり、各

空港事務所に申請書を提出できるとなって

おりますけれども、申請要領等について、

女満別空港事務所と調整、あるいは確認し

た事項があるのかないのか。 

以上、大きく４点について現状をお聞か

せください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず、消防で

所有しておりますドローンと、経済部で所

有しておりますマルチコプターをそれぞれ

１台ずつ町としては所有しているところで

ございます。 

技術操作といいますか、パイロット、操

縦者につきましては、消防については、

今、４名１組で編成を行いまして、それが

３組の体制の中で、ドローンを使った技術

飛行訓練、それから監視体制含めて、そう

いう体制の中で訓練をしているところでご

ざいます。 

また、経済部で所有しておりますマルチ

コプターにつきましては、補助事業で購入

したものでございまして、基本的には１人

で操作をしているという形になっておりま

すけれども、操作訓練をしている人間につ

いては６名いて、主に１人が中心となって

操縦しているという状況でございます。 

これからいろいろな形でドローン、ある

いはマルチコプターを使った形のものにつ

いては、それぞれの担当職員、あるいは消

防職員含めて、技術向上を図れるよう常日

頃から進めていきたいと考えております。 

それから、２点目の運用上の許可者でご

ざいますけれども、実際には、この事業に

使うとか災害のときに使うなどという、運

用基準といいますか、そういったものを現

在は定めておりません。そういった中でい

けば、ドローンあるいはマルチコプターを

使用する際については、消防はマニュアル

を持っておりますけれども、経済部ではマ

ニュアルは今作成していないということ

で、これは全庁的にドローンあるいはマル

チコプターを使用する場合、訓練をする場

合についてのマニュアル、その基準等につ

いて作成をしていく必要があるだろうと考

えております。 

それから、ドローン、マルチコプターに

ついて、保険には今それぞれ加入をしてい

る状況でございます。 

それから、日中に飛ばさなければいけな

いですとか、航空機の進入経路については

飛ばしてはいけないなど、いろいろな規制

がございまして、それらの規制がかかって

いるところで飛ばす場合については、国土

交通大臣の許可が必要だということになっ

ております。 

そういった形での申請要領、あるいは女

満別空港との協議についてでございますけ

れども、これは、空港近辺で飛ばす計画を

今はしていないということ、それから消防

につきましては、河川敷を中心として訓練

をしているということがあって、国土交通

大臣、あるいは女満別空港との協議を要す

るような状況の中での使用になっていない

ということで、そういった協議をしていな

いというところでございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 何点か回答いただ

きましたけれども、パイロットにつきまし

ては、消防は４名１組で３組、延べ１２名

操作できると。経済部は今６名操作できま

すということでしたけれども、これは飛行

時間の経歴といいますか、累計はとってい

ないのかどうかというのが１点。 

それから、運用上の統制者の話のとき、

運用基準はないとか消防はマニュアルがあ

るとかいう話でしたが、実際、では消防で

飛ばすときに、誰が命令をして飛ばしてい

るのか。町長なのか消防長なのか、総務部
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長なのか、その辺が尐し不明確でしたの

で、実際に飛行しなさい、飛ばしなさいと

いう命令は誰が出しているのかという話が

２点目です。 

それから、女満別空港との調整がないと

いうことでしたけれども、例えば、住民か

ら、「夜間にドローンを飛ばしたいときに

どこに相談をすればいいのですか」という

相談があった場合など、要するに「女満別

空港ですよ」と回答するような質問はなか

ったのかどうか。 

この３点についてお願いします。 

○議長（大原 昇君） 事務連絡室長。 

○事務連絡室長（中村敏文君） 戸澤議員

の質問にお答えしたいと思います。 

これはあくまでも美幌消防署の訓練時間

等の統計でございますけれども、平成２８

年４月運用、それ以前に導入してから、２

８年中に計１４回の飛行訓練を河川敷及び

美幌中学校周辺でしております。１４回の

うち、延べの総飛行時間、訓練時間ですけ

れども、１５時間３０分行っているという

ことであります。 

また、訓練対象者につきましては、講習

会等を重ねて、当直の職員３９名全てが、

飛行できるという状況にあります。 

また、女満別空港周辺の飛行であります

けれども、美幌消防署の運用マニュアルの

中で、飛行場周辺で飛行する場合は、ファ

クシミリ、もしくは電話連絡等で空港事務

所に連絡する体制となっている状況であり

ます。 

もう１点、命令者でございますけれど

も、当然、消防長が命令者ということにな

ります。以上であります。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 経済部が所管

しておりますマルチコプターの飛行状況で

ございますけれども、経済部では年間約６

０日使用しております。１回当たりの時間

につきましては、約２時間から３時間とい

う状況でございます。 

そして、飛行の命令者でございますけれ

ども、こちらは経済部長ないし耕地林務主

幹が行って許可している状況にあります。

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） ３点目の、町

民からの問い合わせ等についての対応でご

ざいますけれども、現在のところ、ドロー

ンをこういう地域で飛ばしたいので、その

際どうしたらいいのでしょうかという問い

合わせは聞いておりませんので、今後どう

いった対応を図るか、あるいは、こういっ

た場合についてはこういう許可が必要です

ということのマニュアル化も含めて、周知

をしていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） それでは、パイロ

ットの育成、継続したパイロットの養成と

いう観点で質問をさせていただきます。 

航空法第１３２条の３項には、航空機の

事故その他の事故に際し捜索、救助その他

の緊急性があるものとして飛行の禁止区

域、飛行の方法に関する規定の運用を除外

しているものの、安全確保の責務を解除す

るものではないというように、これは運用

のガイドラインに記載しております。要す

るに、災害等での被災者の捜索、救助での

夜間飛行ですとか目視外飛行等を行う場

合、許可・申請は必要ないにしても、パイ

ロットの安全確保責務は生じるということ

だろうと思います。 

この安全確保の責務とは何かということ

ですけれども、例えば、無人航空機の飛行

に関する許可承認・申請には、無人航空機

の飛行経験並びに無人航空機を飛行させる

ために必要な知識及び能力に関する事項を

記載しなくてはなりません。 

その内容は、飛行経歴として１０時間以

上の飛行実績、知識として航空法関係法

令、安全飛行に関する知識能力として通信

系統及び推進系統の作動確認、ＧＰＳ等の
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機能を利用しないで安定した離陸及び着陸

ができる、あるいはホバリング状態から機

種を９０度回転、あるいは八の字旋回がで

きるなどを記載するようになっています。

申請書を見れば、もっと詳しく記載をする

ようになっておりますけれども、これが安

全確保責務の基準ではないのかと。要する

に、パイロットとして、ここまで操縦技量

等が必要なわけでありますけれども、どう

でしょうか。今のパイロットにこれだけの

技量、知識はあるでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 事務連絡室長。 

○事務連絡室長（中村敏文君） 戸澤議員

から、隊員の訓練の状況についての質問だ

と思いますけれども、先ほど申し上げまし

たように、去年、過去１４回の訓練の中で

延べ１５時間３０分訓練を行っているとい

う状況であります。その中で、ドローンは

どうしてもバッテリーで作動するものです

から、１回の飛行時間は、気象状況にもよ

りますが、１８分前後でございます。その

中で、４個の予備バッテリーがあって、当

然、訓練をやっても大体１時間程度しかで

きないということになっておりますので、

この１５時間３０分の延べ時間が尐ないと

は考えておりません。 

それと、もう１点ですけれども、先ほど

言った消防署の運用マニュアル中で、国土

交通省が定めております、先ほど戸澤議員

が申し上げました対面飛行であったり、飛

行の状況だったり、八の字飛行という、訓

練項目を挙げておりますので、それに沿っ

た中で職員も訓練している状況であります

ので、御理解をいただきたいと思います。

以上です。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 経済部で保有

しておりますマルチコプターについては、

そういう高度なものに使用するという想定

の中で購入をしたものではなくて、あくま

でも現地確認を行うという形で購入をした

もので、補助目的として明渠の被災状況で

すとか、そういったものを確認するという

ことの目的の中で購入させていただいたも

のでございます。 

戸澤議員がおっしゃったような、高い飛

行技術あるいは知識等々含めて、経済部で

はないと思っておりますし、そういう訓練

も行っていないというところを御理解いた

だきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 先ほどありました

ように、許可・申請が必要なときには、必

ず飛行経験として１０時間以上の飛行実績

というのがありますので、先ほど、１４

回、１５時間やっていますということです

けれども、個々ごとに、個々の名前で、こ

の方は何時間実績がありますということで

掌握しておいたほうが、今後の申請のため

にはよろしいかと思いますので、その辺の

検討をお願いしたいと思います。 

このパイロットの技量ですが、要するに

ドローンを活用する際の操縦ですとか、機

体の点検、あるいは構成員のドローンの操

作技能の維持と向上というのが、ドローン

を安全かつ適切に運行するために重要では

ないかと思うのですけれども、ドローン学

校、要するに講習会というのがあちこちで

開催されていますので、そういうものを活

用してはいかがかなと思うのです。これ

は、ドローンの操縦は国家資格はございま

せん。今後、できる可能性はありますけれ

ども、現在は民間の認定証という資格でご

ざいますが、日本に９０校以上あると、逐

次増加しているという状況で、料金は平均

２７万円で、必要な日数は平均２日から４

日ということであります。 

認定団体が複数あって、どれが何に向い

ているかなどの判断基準はないのですけれ

ども、ＪＵＩＤＡというところが大手であ

りまして、一般社団法人日本ＵＡＳ無人航

空機システム産業振興協議会というのがあ

り、その認定校が今現在８６校あって、そ
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れが逐次増加中というところであります。 

こういった講習会に、適任者を参加させ

て職員を対象にしたパイロットスクール講

習の要因にするとか、教科にするとか、そ

ういうのも一つの手ではないかと思うので

すけれども、町長その辺の考えはいかがで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 先ほど消防長から

答弁しましたように、一定の訓練をしてい

るということでありますけれども、そのほ

かに付与される民間の団体があるというこ

とでありますので、今後検討してまいりた

いと、そのように思っております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 今講習会の話をし

ましたけれども、訓練用でドローンシミュ

レーターというものもあります。これは実

物と同じ形をした操縦機をパソコンに接続

しまして、レバーを動かすとパソコンの画

面上のドローンが操作に合わせて動くとい

う仕組みであります。これは数千円から３

万円弱までいろいろあるのですけれども、

場所の制約もなく、軽易に自分で制御訓練

ができるというものですので、これらも一

つ参考にしていただけたらなと思います。 

ここから尐し提言になるのですけれど

も、ドローンというのは導入するだけでは

意味がないと思うのです。これは卖に作業

を効率化させるだけではなく、人間の３次

元的な広がりを見せているということで、

例えば、災害対策、防災協力強化の安心安

全の取り組み、あるいは、不法投棄ですと

か環境衛生の取り組み、あるいは、野生の

鳥獣対策、倒木の状況確認などの農林業分

野での取り組み、あるいは、地域再生、観

光振興における活用というような観光分野

での取り組みなど、いろいろと可能性はあ

ると思います。また、それ以外にも、航空

法以外の規制として、やはり空撮をするこ

とによってプライバシーの侵害ですとか、

道路や鉄道上空での規制、あるいは地権

者、管理者の規正等々、いろいろな用途に

活用できる反面、いろいろ規制もあるとい

うことで、これをどんな用途に活用して、

地域の課題解決につなげていくのかという

のが、今後自治体の知恵が問われているの

ではないのかと思います。 

また、ガイドラインでは、飛行の禁止区

域と飛行の方法、注意事項、あわせて国土

交通大臣への許可・申請について記載して

おりますが、それら法の理解をして、ドロ

ーンをどのように活用していくべきか十分

な検討、研究が必要ではないかと。また、

町としましても、一般運用者に対する規制

が必要なのか、必要でないのか。また、何

か条例化すべき事項があるのかないのかの

検討が必要ではないかと思います。 

また、運用もさることながら、先ほどか

らあるように、操縦技量によってドローン

の有効活用を左右するわけですから、人材

育成も重要であり、ドローンパイロットチ

ームを組織化するとか、また、各部局が横

断的運用ができるように、ドローン活用プ

ロジェクトチームの設置が有効ではないか

と思うのですけれども、そこでプロジェク

トチームでパイロットの育成のあり方やド

ローンの活用運用をどうすべきかというこ

とも決められるのではないかと思うのです

けれども、町長どうでしょうか。活用検討

プロジェクトチームを立ち上げて、美幌町

における無人航空機（ドローン）の有効活

用性を導き出してはどうかと思うのです

が、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 規制は規制として

しっかりと守らなくてはならないと思って

おります。 

その中で、このドローンの持つ有効性を

十分発揮するために、我々は人が行けない

ところ、要するに災害があっても人が行け

ないところを、重点的にドローンを飛ばし

て見たり情報収集したりというようなこと
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を基本として、導入してきたわけでありま

す。 

それで、人材育成が重要だということで

ありますけれども、今導入しているのは、

消防と耕地林務グループの一部で導入して

いるということであります。やはり災害対

策含めて、消防で今４人の３チームをつく

っておりますので、常時災害があるわけで

はありませんので、他の部署の必要に応じ

て、要請すれば出られるというような体制

をとっております。 

今、議員おっしゃることは、将来的には

そういったことは必要かもしれませんけれ

ども、今は技術を向上させるということが

主眼になると思いますので、もう尐し後の

話として承っておきたいなと、そのように

思っておりますので、どうかよろしくお願

いをしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 今は緊急性を感じ

ないみたいでしたけれども、それぞれの部

局によって、ドローンの活用がまず何に使

えるかということからやはり始めないと、

今は確かに防災、災害では使いますという

ことはわかっておりますが、ほかにもいろ

いろと使い道があると思うのです。 

それはやはり、各部局からうちはこうい

うことで使いたいと要望があった場合、そ

れでは町としてどう横断的に運用しようか

ということが最終的な目標だと思うので

す。それはやはり、今からやっていかない

と、今からやっても１年、２年はかかると

思うのです。だから、それは後でいいよと

いう話にはならないと思うのですけれど

も、その辺町長どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） ドローンを消防に

入れたのが、災害対応で具体的に言うと、

老人の方が認知にかかって、どこに行った

かわからないといったときに、川の捜査

に、実際に団員が入ったりして我々が見え

ないところを見えるように、危険な部分を

歩いたりしてやっていた部分について、や

はりドローンがあればより安全に安心に

我々に情報を提供していただけるわけであ

りますから、そういった発想のもと、実は

導入した経過があります。 

今は先ほど言った技量の集積をするだと

か、あるいは法対応をしっかりするだとか

ということをしっかりやりながら、私は前

の質問で今は感じていないみたいな話をし

ましたけれども、決してそうではなくて、

これから先の問題として、しっかりと捉え

て対応していきたいと、そのように考えて

いますので、どうかよろしくお願いをした

いと思います。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） そうですね、各部

局いろいろと使い道があると思いますの

で、部局横断的な運用ができるように、今

後組織づくりも含めて検討していただけれ

ばというように思います。 

あともう１点、これは総務部長になるか

もしれないですけれども、やはり女満別空

港が近くにあるということで、地図を見ま

したら、この辺全部、飛行区域の進入経路

とか入っていますので、いろいろ区域規制

がかかっているところが美幌町は非常に多

いと思いますので、一度やはり空港事務所

に顔を出して、どこが規制になっているの

か確認しておいたほうがいいのではないか

と思います。その辺をつけ加えておきま

す。 

それでは、航空機のほうの質問は終わり

まして、人口減尐対策ということで再質問

をさせていただきます。 

人口減尐対策にもいろいろあるわけです

けれども、今回は出生率向上の観点から質

問をさせていただきたいと思います。 

この美幌版総合戦略の中で、合計特殊出

生率を平成３１年度の数値目標として、１.

７０というように掲げております。また、
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美幌町子ども・子育て支援事業計画の９ペ

ージに過去の推移が出ておりますけれど

も、これを見ますと、平成２２年が近年最

高の１.７９、次いで、平成２４年が１.７

１、ほかにも平成２５年が１.６０、平成２

３年が１.５６と続いております。これは、

町長の１期目の終盤から２期目にかけて、

顕著に上昇していることがわかります。 

北海道とか全国の推移と比べてみても、

平成２１年から２２年の０.３６ポイント上

昇しているのです。これは随分顕著なこと

がわかると思いますけれども、町長が１期

目当初に何か有効な施策事業を行って、そ

の成果が１期目終盤以降にあらわれたとも

とれますけれども、町長、１期目当初に何

か思い当たる施策事業はあるでしょうか。

たまたまでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 具体的に、これと

これをやったからこうなったという結論め

いたことは、今は思い当たりませんけれど

も、ただ、私はずっと言い続けている総合

的な政策をしっかりと切れ目なく行うこと

が出生率の上昇にもつながるし、人口減尐

対策にもつながっていくだろうというよう

な思いで、ずっとやってきたということで

あります。 

今議員がおっしゃったように、１.７０の

ときもありましたし、その後、１.３１だと

か尐し悪くなってきているという状況も現

実的にはありますので、ただ、女性が子供

を産むというようなことは、これはなかな

か強制的にやるということにもなりませ

ん。ですから、やはり出会いから結婚する

こと、妊娠すること、そして子育てをする

ことを本当に切れ目なく総合的にやってい

かないと、やはり人口減尐対策にはならな

いのではないかという思いでやってきた結

果がこうなってきたということで、１.３１

のときもありますので、そうすると、そう

いう効果が出ていないのではないかと言わ

れると、答弁のしようがありませんので、

なかなか難しいのですが、ただ、今は自然

的人口動態も社会的人口動態も、両方とも

マイナスになっています。要するに、出て

行く方、入る方、そして産まれる方、亡く

なる方それぞれがマイナスになっていると

いうことで、非常に厳しい状況にあるとい

う認識だけはしております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 明確に特に思い当

たる事業はなかったということでしたが、

総合力というのは前から町長が言っていま

すけれども、今回は合計特殊出生率という

観点で質問をさせていただいていますが、

逆に、ここの表には載っていないのですけ

れども、先ほど答弁がありました平成２７

年度以降の合計特殊出生率を見ますと、北

海道あるいは全国の比率よりも下がってい

るのです。 

例えば、先ほど、平成２７年が美幌は１.

２７とおっしゃっていましたけれども、北

海道は２７年が１.２９で、全国が１.４６

なのです。この表を見てもらったらわかる

ように、今まで美幌が北海道とか全国を下

回ったことはないのです。平成２７年に初

めて下回ったのですけれども、平成２８年

はまだ北海道と全国の数字を掌握していな

いのでわからないのですが、いずれにしま

しても、平成２７年に初めて北海道が全国

よりも下がったというところで、当初の答

弁で２７年時に１.２７あったのが２８年時

は１.３８と、０.１１ポイントふえ、成果

が出ましたというような答弁だったのです

が、これは平成２７年の時点で北海道を下

回ったということは、私としては非常に危

機感を覚えます。 

また、平成２６年７月に子ども・子育て

支援事業計画をつくりましたけれども、そ

のときのアンケート結果が４８ページに載

っていますが、就学前の親御さんに聞いた

ところ、現在子供が２人というところは３

８.１％、１人というのが３７.９％、３人
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が１８.９％で、残りが３人以上ということ

でした。小学生の親御さんに聞いたとこ

ろ、２人は５２.９％、１人が２９.９％、

３人が１６.１％ということで、数字的には

２人のお子さんが多いですけれども、１人

のところもまだかなりいるというところで

す。 

また、まち・ひと・しごと創生総合戦略

の３６ページにも載っていますけれども、

アンケート調査の結果で、希望する子供の

数は何人ですかというアンケートに対し

て、平均で２.５人欲しいのだというアンケ

ートの結果が出ています。 

先日の美幌新聞にも若干載っていたので

すが、２人目出産に壁ということで、これ

は全国的な話ですから、美幌町には全部が

全部該当するとは思いませんけれども、一

般財団法人１ｍｏｒｅ Ｂａｂｙ応援団とい

うところが、２０１３年から５回にわたっ

て、夫婦の出産意識調査というのを実施し

ています。その今年度版で、２,９５８名に

対して２人目の壁を初めとした出産に対す

る意識や出産・子育てと働く環境に関する

ニーズ及びママとパパの育児参加への意識

などをアンケートしましたというところ

で、子供の数を２人以上理想としていると

答えた人が７９.７％いましたと。２人目の

壁とは、家計の見通しや労働環境の制約な

どから２人目の出産をためらうことを２人

目の壁と言っているらしいのですが、それ

が存在すると感じている女性は全体の７

５％、特に子供が１人いる女性では８０％

に上っていますと。その原因ですけれど

も、教育費などの経済的理由が８６％で１

番多く、次いで、第１子の子育てで手いっ

ぱいだとか、育児ストレスの心事的理由と

いうのが４３％に続き、美幌町で完全に当

てはまるとは言いませんけれども、先ほど

の現在の兄弟の状況と希望する子供の数を

見ますと、教育費などの経済支援をするこ

とによって、多子世帯をふやす一つの方法

ではないかと思います。 

北海道よりも下回っている今の合計特殊

出生率を目標の１.７０に近づけるために

は、このアンケート結果にもあるように、

何らかの支援策が必要ではないかと思うの

ですけれども、町長の考えを再度お聞きし

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） それも含めて、私

は総合的に取り組まなければいけないと思

っております。 

それで、やはり女性の働き方、あるいは

人生設計にかかわる問題ですので、経済的

なことだけを進めても、なかなか難しいと

思います。ですから、総合的だというの

は、そういう女性の働き方だとかあるいは

人生設計であるとか、あるいは経済的な支

援だとか、やはり総合的な施策が私は極め

て重要だと思っております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 総合的な施策とい

うのは、私が一般質問をさせていただいて

から町長が一貫して答弁されていることな

のですけれども、そのような状況の中、平

成２７年は北海道よりも下回ったという状

況の現実があるわけですから、何らかのカ

ンフル剤が必要ではないかと思うのです。 

今のままの総合的施策で何か突破口とな

るとお思いでしょうか。平成２７年に１.２

７ということで、北海道より下回ったとい

うことなのです。これは現実です。今まで

北海道より下回ったことのない合計特殊出

生率というのが、初めて平成２７年に下回

ったということで、今までどおりの総合的

な施策をしていても、３１年に掲げた１.７

０を達成できるのですか。お伺いしたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 平成２７年に１.２

７に下がりました。それで１回目の答弁を

させていただいたときには１.７０ありまし

たというような説明もさせていただきまし
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たけれども、これはいろいろな理由がある

と思います。その時々によって合計特殊出

生率というのは、伸びてきたり、あるいは

減ってきたりというようなことがあると思

いますけれども、やはり総合的な施策をと

らなければ、これはますます合計特殊出生

率が下がるというようなことも言えると思

います。これをやっていないとだめだとい

うような思いで、今やりつつありますの

で、これをやめてしまうということになる

と、どうなるかということは想像もつかな

いほど恐ろしいことだと私は思っておりま

す。総合的な施策をしっかりとやっていく

と、総合的な施策というのは、やはり我々

が使えるお金がふんだんにあればいいです

けれども、限られた財源をどう使っていく

かというところが極めて重要なので、その

中でアイデアや知恵を出し合って、その中

で子供対策、あるいは合計特殊出生率をど

うしていくかということを考えていかなけ

ればいけないと思っておりますので、１.２

７になったという現実を踏まえながら、や

はり私は総合的なことを進めるべきだろう

と、そのように思っております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 私は今やっている

総合的な施策をやめたらいいのではないか

という話は一切しておりません。それをや

りつつ、新たな施策を一つでも二つでも取

り入れていくべきではないですかという話

をしているわけで、ましてや自分たちがつ

くった計画で１.７０と掲げているのですか

らそれに向かってやはり努力する必要性は

あるのかなと思います。 

先ほど財源の話も出ましたけれども、平

成２２年、１.７９のときと、平成２７年の

ときの財源の比較を調べてきましたけれど

も、標準の財政規模というのが平成２２年

が６８億８,７００万円、平成２７年が６８

億７,６００万円ということで、さほど変わ

りません。 

そして、経常収支比率も８０.５％に対し

て７５.９％ということで、平成２７年のほ

うが自由に使えるお金がふえたというよう

に認識しております。 

また、財務調整基金は平成２２年では８

億３,６００万円だったのが、平成２７年で

は１４億２,０００万円ということで、６億

円も自由に使えるお金があるわけです。 

そして、地方債の残高を見ますと、平成

２２年では１１６億円あったのが、平成２

７年では８９億８,０００万円と地方債も下

がっています。借金も減っています。借金

も減って貯金もふえているということです

から、財源は取り崩せば何ぼでも――例え

ば、年間１,０００万円使っても１０年間で

１億円。今１４億円ある財政調整基金が１

億円減るだけですので、年間１,０００万円

のお金を使えればそれなりの支援策はでき

るのではないかと思いますけれども、町長

いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 総合的なことをお

話ししていますけれども、それについては

お認めいただいたということで、それ以外

にカンフル的なものを何かできないかとい

うことでありますけれども、私はこの議会

の議場の中でいろいろな提案を受けて、遅

いと言われるかもしれませんけれども、そ

れを尐しずつやってきたという思いを持っ

ております。これは職員も一緒だと思いま

す。そのような中で、財政的な余裕が出て

きたというようなことでありますけれど

も、私は決してまだまだ余裕はないと思っ

ております。 

これは一度取り崩し始まると、際限なく

取り崩しかねないというような状況があり

ますので、いずれにしましても先ほど言い

ましたように、今何が必要なのかというと

ころを起点にして、その中から知恵や工夫

をして、これとこれは今必要なので、これ

を打っていこうというような施策が、町政

全般的に言えることであり、尐子化対策に
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ついても同じようなことが言えると思いま

すので、決して標準財政規模がどうのこう

のと言うのではなく、財政調整基金が６億

円から１０数億円にふえたということは、

目的を持って積み立ててきていることであ

りますので、その辺は１,０００万円ぐらい

使ってもというような思いはあるかもしれ

ませんが、それをやると際限なく、どんど

ん取り崩しに手を染めかねないので、そこ

は財政規律を持って、しっかりと取り組ん

でまいりたいと、そのように思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 財政調整基金が８

億円に対して１４億円ということで、これ

は１４億円が裕福だと言っているわけでは

ないのです。美幌町と他の自治体と比べた

ところ、大体平均すると大体このぐらいの

財政基金を持っているのです。ただ、平成

２２年と比べてこれだけふえているのだか

ら、何でそれができないのかという話をし

たわけであって、財源がないのだったら平

成２２年のときに８億円の財政でやってい

たのではないですかと、今１４億円あるの

だからできるのではないですかということ

を言いたかったわけで、それを取り崩せば

なし崩し的になくなるというのは町長のお

なか一つだと思うのです。ということで、

どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 私一人の腹の中で

決められるわけではありませんので、これ

は先ほど答弁したように、しっかりと財政

規律を持ってやらないと、またしても類似

団体の中で最高の借金を背負うというよう

なことも含めて考えていくと、経常収支比

率も今は７０数％、８０％いったときもあ

ります。これも使えるお金がふえたと言っ

てもその時々によって経常経費に充てるの

か臨時的経費に充てるのかによって、大き

く変わってくるわけです。 

ですから、数字は極めて重要だと思いま

すけれども、もう尐し中身を精査してみな

いとなかなか難しい問題だと思いますの

で、いずれにいたしましても、先ほど来言

っているように、一つの事業を含めて、総

合的な施策を進めていくべきだなという思

いを今の論議をしながらも私は強く感じて

いるところでございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 残り時間もありま

せんので、最後に美幌町が平成２９年３月

につくった、まち・ひと・しごと創生総合

戦略について、ここにあくまでも１.７０と

いうように書いているわけですから、いず

れにしましても、この目標になるべく近づ

けるようにいくというのがこの計画をつく

った担当者、それを承認した町長、議会の

責任であると思いますので、ひとつ御努力

をよろしくお願いをして、質問を終わりた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 本当にそうだと思

います。私どもの責任もありますし、町民

の皆さんに掲げた１.７０をやはり達成しな

ければ、この町の人口減尐自体もおさまら

ないという問題に直面しておりますので、

しっかりと達成できるような努力を今後と

も続けてまいりたいと、そのように考えて

おります。 

○議長（大原 昇君） これで、６番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１１時３０分といたします。 

午前１１時２０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） 〔登壇〕 私は、
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さきに通告いたしました１項目４点につい

て質問をさせていただきます。 

石北本線の確保についてでございますけ

れども、ＪＲ北海道は、昨年１１月にＪＲ

卖独では維持困難な１０路線１３区間の見

直しを公表しました。 

１０路線の中には、石北本線（新旭川～

網走）も含まれており、これまで経済界や

有識者、沿線の関係者が鉄道維持に向け、

地域が取り組むべき課題や対策を探ってお

ります。 

管内自治体の首長、議長でつくるオホー

ツク圏活性化期成会では、５月２９日に定

期総会が開かれ、路線見直し問題の対応を

検討しております石北本線部会の中間報告

では、今後の検討テーマとして、次の５点

について具体的に議論することを確認して

おります。 

１点目は、石北本線の位置づけ。 

２点目は、国、道、地元自治体、ＪＲ北

海道の役割。 

３点目は、地元自治体として行う利用促

進などのＪＲ北海道支援策。 

４点目は、石北本線の現状分析と課題整

理。 

５点目が、国に求める支援。 

この中で、１点目の石北本線の位置づ

け、２点目の地元自治体の役割、３点目の

地元自治体として行う利用促進などのＪＲ

北海道支援策の３点と、４点目の石北本線

と美幌町における地域公共交通との整合性

について、町長の考えをお伺いします。 

以上、１回目の質問でございます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 新鞍議

員の質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

石北本線の確保についてであります。 

１点目の石北本線の位置づけについてで

ありますが、ＪＲ北海道が卖独では維持困

難とした１０路線１３区間は、全線２,５８

６キロメートルの約半分に相当する１,２３

７キロメートルとなっております。そのう

ち、石北本線（新旭川～網走）は２３４キ

ロメートルで、オホーツク管内と旭川、札

幌などの道央圏を結ぶ重要な路線であり、

観光振興や物流輸送の基幹をなすものであ

るとともに、地域住民においては、通学や

通院など貴重な移動手段として極めて重要

な役割を担っております。 

次に、地元自治体の役割についてであり

ますが、地域における鉄道の必要性につい

て再認識するとともに、地域交通の確保や

あり方、鉄路利用促進及び将来に向けて維

持実現可能な方策を検討し、その施策を実

施していくべきものと考えております。 

次に、地元自治体として行う利用促進な

どのＪＲ北海道支援策についてであります

が、観光施策と連携した鉄道利用の促進や

住民による日常的な利用の促進などが考え

られますが、現在、石北本線部会の下に担

当者レベルの作業部会が設置され、五つの

検討テーマ、特に現状分析及び課題整理、

利用促進策について検討を進めていく予定

であります。 

今後、部会としては、作業部会での検討

内容の報告を受け、協議していくこととな

ります。本町のみならず、広域的な対応が

必要であることから、部会の構成自治体と

連携し、具体策を検討していくべきものと

考えております。 

次に、石北本線と美幌町における地域公

共交通との整合性についてでありますが、

本町の地域公共交通として、バス、乗合タ

クシー、混乗スクールバスなどにより、町

内外の移動手段の確保を図ってきていると

ころでありますが、広域な移動手段とし

て、これらの地域公共交通との連動性や利

用者の利便性においてＪＲが果たすべき役

割は非常に大きいものがあると考えてお

り、石北本線と地域公共交通との整合性に

ついては、非常な危機感を持っておりま

す。 

以上、答弁をさせていただきました。よ
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ろしくお願いをいたしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） それでは、再質問

をさせていただきます。 

ＪＲ北海道の鉄道見直しが公表されてか

ら７カ月が過ぎました。オホーツク圏活性

化期成会では、これまで精力的に議論をさ

れてきております。ただ、鉄路の存廃をめ

ぐるＪＲとの協議について、当初は自治体

財政の懸念などから足踏み状態の時期もあ

りました。しかし今後、議論がどの程度加

速されるのか、町長にお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 先日行われました

オホーツク圏活性化期成会の中でＪＲ問題

についても話し合いがされました。 

その中で、今後についてはＪＲと協議を

していこうというところまで皆さんの合意

を得たという状況になっているところでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 次回のオホーツク

圏活性化期成会の会議の開催はいつごろで

すか。まだ決まってはおりませんか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 次回はまだ決まっ

ていないということでございます。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） まだ決まっていな

いということで了解いたしました。 

次の質問に移らせていただきます。 

今後の鉄路の存廃にかかわるＪＲ北海道

の鉄道見直し問題に対して、当初、道の動

きが遅く、積極性に欠けるのではないかと

私は懸念をしていたところであります。 

先月、５月でありますけれども、高橋知

事が初めて宗谷線に乗って利用実態を視察

しておりましたが、石北線に関しては、こ

れまで道がどの程度かかわってきておられ

るのか、町長にお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 北海道はオホーツ

ク総合振興局を通じて、副局長など、いろ

いろな担当の部長が、いろいろな場面に出

てきてお話をしたり、聞いたりというよう

なことはしておりますが、知事が直接とい

うことには今のところなっておりません。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 今のところなって

いないということですけれども、今後、来

る予定もないということかどうかお伺いし

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今後、知事が来て

いただけるかどうかについてはわかりませ

んけれども、いずれにしましても、私は北

海道として地域の公共交通を守る立場でし

っかりと当事者としての意識を持って、当

事者として発言をする、行動をするという

ようなことをしっかりとやっていただきた

いという気持ちは議員と同じでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） それでは、次の質

問に移らせていただきます。 

ＪＲ北海道の島田社長は、６月１４日の

定例記者会見で赤字路線見直しに関し、沿

線自治体から提案された利用促進策を具体

化したいと述べ、地域協議を前進させる姿

勢を強調しております。 

オホーツク圏活性化期成会の議論の中で

は、石北本線存続に向け、これまでにどの

ような利用促進策が出されておられるの

か、それともまだ出されていないのか、町

長にお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 利用促進策は、個

別の町村に向けて先日もアンケート調査が
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きたというような状況になっております。 

ＪＲ北海道に対する支援策につきまして

は、活性化期成会の作業部会で協議され、

地域の実情に応じたさまざまな方策の例を

掲げております。その中には、駅の魅力、

利便性の維持向上、快適な車内環境の創

出、住民による日常的な利用の促進という

ようなことが示されました。 

それに基づいて、個々の市町村がこれか

ら判断していくということになるかと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 個々に判断すると

いうことでございますけれども、先ほども

述べましたけれども、オホーツク圏活性化

期成会では、これまでいろいろと議論され

てきております。議論はされてきておりま

すけれども、会合は非公開となっているわ

けでございます。 

住民自身が問題を考え、議論する場がな

いというのが問題提起でありますけれど

も、国や道に支援を求めるにしても、自治

体が負担をするにしても、また、今、町長

もおっしゃいましたけれども、ＪＲ駅舎の

利活用を進めるにしても、欠かせないのは

それを後押しする住民意識の高まりが必要

ではないかと考えるわけであります。 

そのためには、今後開催されるオホーツ

ク圏活性化期成会の会合をオープンにすべ

きではないかと私は考えているわけですけ

れども、町長の考えをお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今までは、期成会

の判断でそういったことにしているという

ことだと思いますけれども、今後において

は、やはり今、議員がおっしゃるように、

住民の皆さんと直接かかわりがあることで

すから、住民の皆さんも参画して、あるい

は意見を聞いたり、議論の場の模様をお聞

きになるということも極めて重要だと思い

ますので、場合によっては公開にすべしと

いうようなことも声を上げていきたいと、

そのように思っております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） ぜひ、町長の力で

御努力をお願いいたします。 

次の質問に移ります。 

私は今、ＪＲ駅舎の利活用と述べたとこ

ろでございますけれども、ＪＲ北海道の島

田社長が先月の定例記者会見で、無人駅の

空きスペースを自治体や観光協会などの公

共団体に貸し出し、観光案内や地場産業の

ＰＲに活用していただく取り組みを発表し

ております。 

この点について、町長はどのように考え

ておられるのかお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 地域で公共交通を

どう考えるかというきっかけづくりにもな

ると思いますし、そういった意味では極め

て重要だと思っておりますけれども、た

だ、これをやることによって、赤字が解消

したりというのは到底無理な話ですので、

例えば、今ＪＲ北海道は年間３０数億円あ

る真っ赤っかの赤字の会社です。一方で、

６,８２２億円の基金を持っているわけで

す。それで、この基金をなんとか使う方法

を考えなければ私はだめだと日ごろから言

っているのですけれども、なかなかこの意

見は受け入れてもらえないのです。 

ただ、６,８２２億円を赤字補填に使うの

ではなくて、百数十年もたったトンネルを

直すだとか、機関車を新しくするだとか、

そういう施設だとか機関車に対する投資と

して、やはり基金を使うということが極め

て重要だと思います。 

そして、その他の毎年発生する赤字につ

いては、国、北海道、ＪＲ北海道、そして

地域でどうすべきかということを真剣に考

えないとだめだと、私はそのように思って

おりますので、今、議員がおっしゃった無

人駅の利活用も含めて、そういったことも
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地域として論議するきっかけとしては、私

は非常に有効だと、そのように思っていま

す。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 今、町長がおっし

ゃいました６,８８２億円の基金、これはも

うこの問題が起きた当初からいろいろと言

われているわけでございますけれども、こ

のお金の使い方に関しては、本当に国、

道、自治体が一丸となってしっかりと考え

ていかなければならないと。また、今、町

長のお話にありました駅の活用、それにつ

いても収益には結びつかないけれども地域

の活性化には役立つのではないかと、その

ように考えております。 

次の質問に移らせていただきます。 

１点目の質問でしました石北線の位置づ

けでありますけれども、答弁の中では、観

光振興や物流輸送の基幹をなすとありまし

た。まさにそのとおりであります。 

昨年の３月、北海道新幹線が函館北斗駅

まで開通しましたが、本州方面の観光客と

ともに、外国人観光客が増加傾向にあると

言われております。１３年後には札幌まで

延伸されますが、そのときに石北本線が廃

止になっていたらどうなるでしょう。石北

本線は、人間の体に例えますと、背骨に当

たる重要な部分でないかと私は考えており

ます。 

今、国では、外国人観光客を大幅にふや

す計画を立てていますので、北海道を訪れ

る外国人観光客は今後確実にふえると言わ

れております。外国人観光客は鉄道を好ん

で利用し、中でもローカル線に興味を持っ

て利用されている方が尐なくないと言われ

ております。 

このことから、将来を見据えた場合、石

北本線を残すことが新幹線との相乗効果を

生かすことができ、観光振興につながると

考えておりますけれども、この件について

町長、何かお話しすることがあればお伺い

します。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 新幹線の札幌への

延伸でありますけれども、本州から札幌ま

で来て、札幌から以北あるいは以单をどう

するのかという問題があると思いますけれ

ども、やはり二次交通の重要性を我々は訴

えていかなければいけないと思っておりま

す。 

これは石北線がなくなると、釧網線も当

然なくなるということになり、道東に来る

手だてが陸路か空路しかなくなるというこ

とだと思います。私はいろいろな公共交通

を利用できるというところがやはりこの広

い北海道の中で端に位置する我が町にとっ

ても重要なことでありますので、ぜひとも

残したいという思いで今いっぱいでありま

す。 

そうしたことで二次交通を含めて――鉄

路から鉄路ですので、二次交通と言ってい

いかどうかはわかりませんが、いずれにい

たしましても、道東に来るにはやはり大量

輸送で定時性のある列車が有効だろうと、

そのように思っているところでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） １点目の質問に関

してもう一つ、物流輸送の面でありますけ

れども、昨年の秋には大型台風により石北

本線の一部が決壊し、貨物列車も長きにわ

たって運休しております。 

この間、農業、そして輸送関係者は、農

産物輸送手配のやりくりなどで大変苦労さ

れたと聞いております。トラック輸送があ

りますけれども、量的には貨物輸送とは大

きな開きがあり、また、今はドライバーの

確保が厳しいと言われ、その傾向は今後し

ばらく続くと言われております。 

このような中、北海道は食料生産基地で

あり、消費者においしいものを届ける社会

インフラとして、大量輸送ができる貨物列
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車の役割が非常に大きい石北本線は無くせ

ないと考えておりますけれども、再度町長

の思いをお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 全くそのとおりだ

と私も思っております。 

せっかくこの食料基地でつくられた安心

安全な食べ物が消費者の皆様に届けられな

いということなると大変なことだと思って

おります。 

それで今、タマネギ列車と言われている

北見から旭川までの区間を、鉄路を使って

送るために、私どもの町と訓子府町と北見

市で負担をし合って、１便走らせていると

思います。これがなくなると本当に大変な

ことだと思います。 

議員がおっしゃるように、トラック便は

量の問題と人の問題がかかわってきます。

大型車両を運転する人が尐ないというよう

なことも現実問題としてあるようですの

で、そこで私は国家的な役割をこの地方に

国は何を求めているのかというところをも

う一度しっかりと国民の皆さん含めて考え

ていただきたいという思いであります。 

とういうことは、日本の食料基地と言わ

れるこのオホーツクと十勝と根室が寸断さ

れると、それこそ大消費地に物が送れない

というようなことになると、やはり国家的

な損失に当たると思います。 

そんな意味で、北海道をどう位置づける

かというところを国家的な視点で考えてい

ただかなければならないと思っており、議

員と考え方は一緒だと思いますので、御理

解のほどをよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） それでは、次の質

問に移らせていただきます。 

質問の２点目にあります地元自治体の役

割についての答弁では、地域における鉄道

の必要性について再認識するとありました

けれども、地域住民の方に関心を持ってい

ただく、そのためには町が住民に呼びかけ

て議論の場をつくるか、またはアンケート

形式か何かで住民の意識調査をし、その中

で石北本線の利用率向上に対する意見など

を広く求めると。このことを美幌町だけで

はなく、オホーツク圏活性化期成会全体で

取り組むことにより、利用促進に対する建

設的なアイデアが寄せられる可能性もある

と私は考えるところでございます。 

この件に関して町長にお伺い申し上げま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 次のステップとし

て、そういうことも実は考えられるのでは

ないかと思っております。 

次のステップとしては、今までは先ほど

言ったように非公開の中でいろいろな話を

してきたというようなことがあると思いま

すけれども、これからは、非公開にするか

しないか、非公開にするとしても限定的な

ことで発言をしていきたいと思っておりま

すけれども、そのような中、やはり住民の

皆さんが物事についてまず共通認識として

持たないといけないと思いますので、そう

いったところから始めていかなければいけ

ないのではないかと思っております。 

自治体の役割としては、やはりそういっ

たことも一つの方策だと、今後の大きな課

題になるかと思っておりますので、期成会

の中でも発言をさせていただきたいと、期

成会としてこういう取り組みをしっかりと

しながら、それぞれの地域でもう尐し盛り

上がりをしていくというようなことを発言

していきたいと、そのように思っていると

ころでございます。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） ぜひ、町長のすば

らしい指導力で前進させていただきたいと

思います。 

次の質問に移らせていただきます。 
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４点目の質問に関連してでございますけ

れども、美幌町における地域循環交通、い

わゆるワンコインバスは、右回り、左回り

で一日７本ずつ運行しており、地域住民の

足をしっかりと支えているわけでございま

すが、一方の石北線については、ＪＲ北海

道は、昨年３月とことし３月に相次いで実

施したダイヤ改正で、高校生の通学の負担

が増していると言われております。列車の

減便や発着時刻の変更に伴い、登校時間が

早くなったり、帰宅時間が遅くなったりし

たため、生徒たちの自宅の貴重な時間が減

ってしまっているのが実態であります。 

毎年ダイヤ改正を行っておりますけれど

も、今まで何十年も朝夕の列車は高校生の

登校、下校に合わせた時間の設定で、ほと

んど変わらない、変わっても１、２分とい

う程度であったと記憶しております。とこ

ろが、この２年間で８分の変更をしており

ます。 

このため、家にいる時間が短くなった、

学校ではとにかく眠い、朝食は登校後に教

室て済ませるようになったなどの生徒の声

がありますけれども、このことは、石北本

線のダイヤだけではなく、全道の各路線が

問題視されております。 

利用者の声をしっかりと受けとめるの

も、交通機関であるＪＲ北海道の責務と考

えるわけであります。美幌駅を利用してい

る乗降客の８割以上が通学する高校生であ

ります。早急には無理としても、次期ダイ

ヤ改正のときは、この高校生の思いを取り

計らうよう、オホーツク圏活性化期成会を

通してＪＲ北海道に申し入れをすべきでは

ないかと考えておりますが、町長の考えを

お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 通学生の利用形態

もそれぞれの市町村によって違いますの

で、これが全て同じ状況であれば期成会で

話してもいいと思いますけれども、状況と

しては、通学列車を使う子供たちは多分美

幌が一番多いのではないかと思います。 

状況を見ながら、必要であれば発言して

いきたいと、そのように思っています。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 私もこの件で札幌

周辺の覚えていたところに問い合わせをし

たところ、やはり美幌と似たように学生が

困っていると、そういうところが実際にあ

りますという答えが返ってきております。 

町長の行動力で、ぜひともそういう申し

入れをしていただければと、そういう考え

でおります。 

次の質問に移ります。 

石北本線の存在に欠かせないのが、地域

住民による利用促進でありますけれども、

近隣の津別、大空を含めて、約２万８,００

０人の人口を有する自治体で、駅員のいな

い無人駅は、現在道内では美幌駅だけと言

っても過言ではありません。 

駅が無人化になり、また発売される切符

が駅から１キロメートル以上も離れた町な

かにある今の状況は、地域住民による利用

促進策とは正反対ではないかと考えるわけ

でありますけれども、この件について、町

長はどのように考えておられるかお伺いい

たします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 本当に御不便をか

けているのではないかと思いますけれど

も、ＪＲが無人駅にすることを発表してか

ら約１０カ月後に無人駅になったわけであ

りますが、無人駅になったことがやはり大

変な不便をかけているのではないかと思っ

ております。 

ただ、そのままにしていたら多分どこで

も買えなくなってしまうだろうということ

で、地域貢献をしたいという思いで商工会

議所に手を挙げていただいて、商工会議所

で今扱っていただいておりますけれども、

商工会議所もサービスとして宅配もやって

おられると聞いておりますので、多尐お金
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がかかりますけれども、そういったものを

利用していただく中で、なんとかこれを定

着させなければいけないという思いでおり

ます。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 昨年の５月からＪ

Ｒ美幌駅が無人化になり、その後、今、町

長が言われました、商工会議所がＪＲ券の

委託業務を引き受けて、経済センターの２

階で発売しているわけでございますけれど

も、平成２８年度の券売実績が７０万円で

あると。非常に厳しい数字になっていると

いうことをお聞きしております。 

この原因はいろいろありますけれども、

何よりもＪＲ北海道はこれまで利用をして

いた美幌からの各種割引切符も廃止してし

まった。これも１要因ではないかと考える

わけでございます。 

北見駅、網走駅、遠軽駅では、今でもそ

ういう各種割引切符の取り扱いをしており

ます。利用者をふやしてこそ石北本線の存

続につながるのであり、現状を打開するた

めにも美幌からの割引切符を復活させるよ

う、何らかの機会を捉えてＪＲ北海道と再

度粘り強く交渉をすべきではないかと考え

ておりますけれども、町長の考えをお伺い

します。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） おっしゃることも

含めて、今は存続をどうするかというとこ

ろの１点で、やはり大きな課題を抱えてい

るわけですから、これの解決に向けて全力

を挙げているところでありますので、その

後どうするかについては、いろいろと考え

ていかなければいけないと思いますが、Ｊ

Ｒも本当に厳しい選択をしてきているのが

現実だと思っております。議員がおっしゃ

るように、後背地の人口も含めて２万８,０

００人もの住民の皆さんがいる中、無人駅

にしたという重さを私は感じながら、やは

り今は廃止をさせないというところに力点

をおいて活動していきたいと、そのように

思っているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 今、私は商工会議

所での券売額が７０万円で尐ないと申しま

したけれども、もう一つの原因は、しっか

りとした美幌駅があり、またいつでも切符

を発売できる設備がありながら、シャッタ

ーで閉ざされている。このような中で、今

指摘しましたけれども、特別な割引切符も

ないのに駅から遠く離れた町まで何でわざ

わざ切符を買いに来なければならないのか

と利用者が思うのは、ごく自然ではないか

と考えるわけであります。 

特に通学生にはさまざまな不安や負担を

かけているのが実態であります。私は、何

よりもまず利用者のことを考えて、発売に

ついては１日でも早く美幌駅内、シャッタ

ーが閉ざされている窓口にすべきと考えて

いるわけでありますけれども、町長の考え

をお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 私も望むところで

ありますけれども、ＪＲとしては非常に厳

しい決断をもって私たちに対峙してきてお

りますので、そこをやはり１市町村では太

刀打ちできないということで、オホーツク

全体の期成会の中で今やっているところで

ありますので、１市町村のこともさること

ながら、全体で石北線自体をまず確保して

いただくということを念頭に活動している

ところなので、そのことをぜひとも御理解

賜りたいと、そのように思っているところ

でございます。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 先ほど、無人駅の

空きスペースの活用というお話をしたわけ

でありますけれども、駅の中で切符の発売

をできないという話が町長からありました

が、要するにＪＲ北海道が窓口を使っては
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だめだという話なのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） ＪＲの駅舎の

有効利用については、ＪＲから話がされて

おります。それで、券売雇用をしたらだめ

ですよというようなことは、ＪＲは申し上

げておりません。 

ただ、利用するに当たって、当然のごと

く経費負担が生じますということもござい

ますので、それらを含めて旧券売所のとこ

ろで券売ができるかどうかというのは条件

次第だと考えております。 

さまざまな状況を含めて、そういったも

のが整うかどうかだと考えております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） やはり窓口発売は

予算も伴いますけれども、相当数――やり

くりといいますか、まず、政治判断ででき

ないことではないと私は考えておりますの

で、ぜひ検討していただきたいと思いま

す。 

最後に質問ではありませんが、石北本線

の路線見直し問題は、国がしっかりと責任

を持って道と各自治体との連携、そして何

よりも地域住民の理解と協力が必要であり

ます。 

次世代へしっかりと橋渡しをしていくた

めには、私たちが今なすべきことを行動に

移していくことであると申し上げ、私の質

問を終わらせていただきます。 

○議長（大原 昇君） これで、３番新鞍

峯雄さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１３時３５分といたします。 

午前１２時１７分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時３５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） 〔登壇〕 私か

らは、教育行政についてと福祉行政につい

て２点の質問をさせていただきます。 

まず最初に、教育行政の一つ目として、

教職員の長時間勤務の実態把握及び対策に

ついてということで質問をさせていただき

ます。 

教職員の長時間勤務の悪化が、文部科学

省の調査で明らかになりました。 

勤務実態調査では、１０年ほど前から労

働時間がふえ、小学校教諭の約３割、中学

校教諭の約６割が過労死ラインに達してい

るとの結果が出ています。 

文部科学省においても、看過できない事

態としているものの、改善に向けた道筋は

見えていません。 

美幌町の学校現場での実態をどのように

把握されており、また、その対策について

お聞かせいただきたいと思います。 

二つ目に、部活動外部指導員の配置によ

る教職員の負担軽減についてということで

お伺いいたします。 

文部科学省は、学校外部から部活動指導

員を制度化し、学校職員に位置づけまし

た。このことによって、教職員の長時間労

働が改善されるとされています。 

部活動外部指導員の配置は全国に広がっ

ていますが、部活動外部指導員は各種大会

に引率できないなどの問題があります。 

文部科学省は省令を改正し、部活動外部

指導員は、中学校における技術的な指導に

従事すると定め、平成２９年４月から施行

され、あわせて、学校外での活動の引率も

明記されました。 

美幌町としての部活動外部指導員の配

置、活用の考え方についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

次に、福祉行政のひきこもりの実態把握

及び対策についてということでお伺いをい

たします。 

小中学校の不登校など、社会とのかかわ

りを持たなくなってしまうひきこもりの対
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策について、全国の自治体では、相談窓口

の設置、民生委員・児童委員の協力依頼な

どの取り組みがふえています。 

美幌町では、どのように把握され、対応

しているのかお聞かせいただきたいと思い

ます。 

以上、１回目の質問です。よろしくお願

いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 坂田議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

一つ目の教育行政については、後ほど教

育委員会から御答弁を申し上げたいと思い

ます。 

初めに、福祉行政について。 

ひきこもりの実態把握及び対策について

でありますが、ひきこもりとは、仕事や学

校に行かず、かつ家族以外の人との交流を

ほとんどせずに、６カ月以上続けて自宅に

引きこもっている状態と厚生労働省が定義

しております。 

御質問の、どのように把握され、対応し

ているかについてでありますが、小中学校

においては、６カ月以上続けて自宅に引き

こもっている不登校の児童、生徒はおりま

せんが、１００日を超える長期欠席者の児

童・生徒数について御説明いたします。 

小学校で２人、在籍比０.２２％、約４６

３人に１人。 

中学校では１１人、在籍比２.１０％、約

４８人に１人となっております。 

不登校になったきっかけと考えられる状

況ですが、小学校では、親子関係をめぐる

問題、中学校では、学業不振、いじめを除

く友人関係をめぐる問題が主な状況となっ

ておりますが、これらの問題はある特定の

事情だけでなく、さまざまな問題が複合し

て起こる実態にあります。 

このように、不登校となった児童・生徒

については、学校の家庭訪問や父母との面

談、同級生からの登校声かけ、教育相談室

のサテライトへの通級、電話や家庭訪問に

よる教育相談など、多様な取り組みによ

り、児童、生徒へのかかわりや、登校への

きっかけづくりを行っております。 

次に、これ以外のひきこもり当事者につ

いて、町では実態を把握しておりません

が、これまでもひきこもりについては、家

庭などからの相談により、事案の出現時に

必要な機関につなげる取り組みを行ってき

ております。 

なお、ひきこもりの背景には、統合失調

症やうつ病、発達障害、強迫性障害、社会

恐怖などの疾患が存在する場合も尐なくな

く、最近では、多彩な精神疾患が関与して

いることも指摘されております。 

町においては、平成１４年度から精神保

健福祉士や保健師による「こころの健康相

談」に取り組むほか、美幌町地域包括支援

センターでは、平成２２年度より広報びほ

ろへの記事掲載とポスター掲示による周

知、平成２４年度からの４年間は、広報び

ほろへのチラシ折り込みに取り組むなど、

これまでも相談事業や周知活動に努めてい

る状況であります。 

一方、道内では平成２１年度より北海道

から受託した公益財団法人北海道精神保健

推進協会が、ひきこもり対策推進事業を実

施しており、ひきこもり外来やデイケアな

どにより、一定の相談を経てから、医療機

関だけでなく就労支援や相談機関などのさ

まざまな社会資源につなぐ取り組みを行っ

ております。 

なお、当事者の発言は個人のプライバシ

ーが絡み合い、非常にデリケートな問題で

あることから、安易に打ち明けることがで

きない心境であると推察するところでもあ

ります。とりわけ、当事者は不安を克服

し、自信を取り戻して社会とのつながりを

回復したいと願っていても、自分の力だけ

では困難な場合が多いため、当事者に対し

ては関係機関が連携し、速やかな支援体制

の確立により、状況を見きわめた中で必要
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な医療機関などへの接続と、適切な支援を

継続することが何よりも大切なことであり

ます。 

このため、今後においても家庭や学校、

教育相談室はもとより、民生・児童委員を

初め、関係機関、団体並びに地域との連携

協力により、不登校やひきこもりのない社

会の実現に向け、１人でも多くの当事者を

心理的あるいは社会的支援に結びつけてい

けるよう取り組んでまいりますので、御理

解のほどよろしくお願いをいたします。 

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 〔登壇〕 坂田

議員の御質問に答弁させていただきます。 

初めに、教職員の長時間勤務の実態把握

及び対策についてお答えいたします。 

文部科学省が本年４月２８日に速報値を

公表しました教員勤務実態調査（平成２８

年度）の集計（速報値）についてでありま

すが、昨年度の平成２８年１１月７日～２

０日までの連続した７日間で調査が行われ

たものです。 

全国的には小学校４００校、中学校４０

０校を対象としていますが、北海道内では

小学校２８校、中学校２８校が対象となっ

ており、美幌町内においては、美幌小学校

が調査対象で、１１月１０日～１６日に勤

務実態を報告しているものです。 

教員勤務実態調査の集計結果を見ます

と、校長、副校長・教頭、教諭、講師、養

護教諭の５種類のうち、小学校では、副校

長・教頭職で約９９時間、中学校では、副

校長・教頭職で約９９時間、教諭職で約９

８時間、講師職で約９２時間という状況に

あり、過労死ラインとされる８０時間を超

える職種は、小学校で１職種、中学校で３

職種となっております。 

美幌小学校の集計結果についてですが、

校長職で約３７時間、教頭職で約１３２時

間、教諭職で約６０時間、養護教諭職で約

２２時間との結果が出ております。 

教頭職について、調査時期が美幌小学校

では初めての取り組みとなる授業、公開研

究会・校内研修会の指導案及び教材づくり

など、準備のため対応していた１週間を月

換算した状況であったことから、突出した

結果となっておりますが、日常的にはこの

ような時間を勤務している状況にはないと

確認しております。 

教育職員については、その勤務の特殊性

から、給特法により時間外勤務手当は支給

されず、そのかわりに、給料月額の４％に

相当する金額が教職調整額として支給され

ている実態であります。 

時間外勤務の縮減については、北海道教

育庁が平成２１年８月に策定した教育職員

の時間外勤務等の縮減に向けた取組方策に

基づき、取り組みを進めているところです

が、今年度の重点取組として、次の４項目

を定めています。 

重点１、週１日程度の休養日の設定な

ど、部活動指導の見直しに係る申し合わせ

の徹底。 

重点２、変形労働時間制や週休日の振替

等改正した制度の周知と有効活用。 

重点３、管理職員による業務管理・業務

改善の取り組みの一層の充実。 

重点４、定時退勤日や時間外勤務等縮減

強調月間などの一層の推進。 

この重点取組の４項目について、校長会

を通じて具体的な取り組みの推進の指示を

しております。 

また、美幌町における中学校２校の対応

についてですが、美幌中学校は昨年から週

に１回の部活動休養日を完全実施してお

り、北中学校においても、今年度から週１

回の部活動休養日を完全実施に向けて取り

組みを行っているものです。 

いずれにいたしましても、教職員の健康

管理と教職員が子供と向き合う時間を拡充

するため、重点項目のさらなる実施に向け

て取り組んでまいりたいと考えておりま
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す。 

次に、部活動外部指導員の配置による教

職員の負担軽減についてでありますが、美

幌町の部活動における外部指導者の状況に

ついて御説明いたします。 

両中学校においては、バスケットボー

ル、サッカー、ソフトテニス、卓球、ソフ

トボール、柔道、スキー、スケート、吹奏

楽の各種目において、現在２０数名の方々

が定期、不定期にボランティアで技術的な

指導をしていただいております。 

また、学校外での活動の同行についても

認めており、対象経費の助成も行っており

ます。 

本年４月に施行された部活動外部指導員

については、現在指導いただいている方々

が対象になることと思いますが、現在のボ

ランティアでの実技指導のみならず、生徒

指導に係る対応や事故が発生した場合の現

場対応が、本人及び教諭に要求されるとと

もに、部活動指導員に係る規則等の整備が

必要となっております。 

部活動外部指導員の活用については、北

海道教育委員会が平成２１年８月に作成し

た教育職員の時間外勤務等の縮減に向けた

取組方策にも指導者の外部人材の活用とし

て明記されており、有効な手段であると認

識していることから、今後の活用に向けて

調査研究に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

以上、御答弁いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） まず、一つ目の

教職員の長時間勤務の実態把握及び対策に

ついてから再質問をさせていただきます。 

文科省の長時間勤務実態調査について御

答弁いただきましたけれども、調査の対象

が美幌小学校のみと読み取れたのですが、

ほかの２小学校、それから２中学校の調査

というのは、対象にならなかったことで実

施されていなかったのかどうか。 

まず、それから先にお聞かせいただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 今回の長時間

勤務の実態調査につきましては、全国で抽

出して小学校、中学校の調査をしていると

いうことで、美幌町については美幌小学校

のみの調査ということでございます。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 例えば、今回答

弁いただきました内容にありましたよう

に、美幌小学校では研修もあったというこ

とで、平常の時間数とはかなり違っていた

のかという理解はしていたのですけれど

も、例えば夏季、それから冬季の休業時間

とは言いながらも、研修とか出張とか毎日

どこかで行われているという意味では、い

ずれも過労死ラインというのを超えている

のではないかと理解をしているところで

す。 

強調したいことは、ノー部活デーなど、

決めることは大事なことなのですけれど

も、それは本質的に本当に解決策となるの

かと思うところです。 

部活動は休養日を設定するだけでは、仕

事の量というのはなかなか減らないのでは

ないかと理解しているところです。 

長時間勤務の職員の仕事の内訳を聞いて

みますと、部活動以外にも授業の準備、そ

れから課題、採点の添削、事務業務にも多

くの時間を費やしている実態がおわかりの

ことと思います。 

教員というのは、熱心だからこそ、部活

のほかにもやりがいや楽しみを感じながら

過労死ラインを越えてでも働いているとい

うのが実態ではないかというように理解し

ているところです。好きでやっているとい

うことではなくて、長時間労働には当然、

病気やうつ、それから燃えつき症候群のリ

スクがつきまとうということも十分御理解
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いただけるのではないかと思っておりま

す。 

授業の準備や自己研さんのための時間が

減ったり、それから教員の成長の面からも

よりよい授業をする上でも、大きなデメリ

ットになるのではないかという点は理解し

ておりますが、今年度、重点項目として取

り組まれているということで、そのことに

よって期待はしたいところです。 

ある地域では一斉休業日を設けて、学校

ではかかってきた電話を教育委員会に全部

転送して、全ての教職員が休めるように工

夫されているというところもあるそうで

す。これは尐しやり過ぎかもしれません

が、そのぐらいの徹底した休養日を設けて

やるということも必要なのではないかと思

っているところですが、その点については

いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 教職員の方々が

本当に長時間働いていただいているという

認識は、坂田議員がおっしゃったとおり同

じ認識は持っております。 

今、私どもで何ができるかという話にな

れば、先ほど答弁させていただいた、一つ

のルールに沿ってそのことで改善できるも

のはないかということをお話ししているだ

けで、まずはいろいろなことを試みる中と

しては、学校の中できちんとそういうもの

が、管理職を管理している校長先生以下、

教員の先生方皆さんできちんとそれを論議

して、ではこうしましょうということがで

きるかできないかを最初にやるべきだと思

うのです。 

そういった中で、一つの例でそれがいい

かどうかわかりませんけれども、学校全体

として休みたいと、では電話がかかってき

たらどうするのと言われたときに、それも

一つの手法かもしれませんので、まずはそ

の先生におかれている状況は、実は同じ認

識だと思いますし、それは教育長になった

ときから、いかに先生方の負担を軽減する

かという思いについてはいろいろなことを

考えてきたつもりですが、そのうちどれだ

けが実行されてきているかというのは、な

かなか難しい部分があるという状況ではあ

ります。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 学校の先生方の

忙しい状況は、十分御理解していただいて

いると思いますが、学校にはさまざまな善

意があふれています。子供たちのためにな

ると捉えて、際限なく教員の役割は広がっ

ています。それに、教員としては、誰かに

頼るということではなくて自分がやる、自

分が頑張ればいいと思いがちなので、そこ

ら辺のことを御理解していただければあり

がたいと思っています。 

ある学校の取り組みの中では、印刷や会

計事務の多くをアシスタントにお願いして

いるというところもあります。例えば、美

幌でも印刷については、公務補の方にお願

いしている状況というのは伺っています。

ところが、クラスごとで印刷するものです

から、お願いしてもなかなか時間内に印刷

できないという状況も認識していただきた

いということなのです。そのために、あし

たの授業に影響するということで、印刷を

してからでないと帰れないという状況もあ

って、なかなか時間内で印刷機が使えない

という状況もありますので、そこら辺のこ

とも仕事しやすい環境という意味では、見

直ししていく必要があるのではないかと思

いますが、その点について改めて認識して

いただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 環境の整備とい

うことであります。 

今おっしゃられたようなことも含めて、

私どもはそういう意味では、非常に環境の

整備については可能なものはやってきてい

るつもりでありますし、それに対する予算
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づけも町長については寛大であるというよ

うに私は思っています。 

ですから、実態として、今言ったように

印刷ができないとか、そういう部分であれ

ば、その機械によっては、例えばきちんと

順番にメモリーをして、次の朝までにでき

るとかそういう機械もありますので、そう

いう実態があるということであれば、きち

んと状況を考えたいと思います。あともう

一つは、先生方もいろいろなやり方、従来

はこうしてきたけれども、やはり役場の職

場もそうですが、従来のやり方を何か一つ

変えるということの同時的な作業もやって

いってほしいと思っています。やはり自分

の業務量が非常にふえたり、子供たちに向

き合う時間をどうつくるかとなると、従来

のやり方では私はだめだと思うのです。で

すから、そういう努力もしていただいた中

で、あえてこういうものを例えば導入する

とか、こういう手法があるということであ

れば、教育委員会としてもそういうものは

どんどん支援できるような形で、予算が伴

うものはしっかり町長にお話をしたいとい

うように思っております。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 今御答弁いただ

いたように、それぞれの学校でそれぞれの

先生方の取り組みは、確かに違っているの

だと思います。それは私も理解をしている

ところではありますけれども、やはり学校

によって、その学校その学校の特性がある

と思います。課題を踏まえて、教員が担う

業務を学校によってしっかり役割分担を効

率化に向けて取り組んでもらうことが一番

効率的ではないかと思っていますし、例え

ば美幌に３小学校、それから２中学校があ

りますので、例えばそこの学校の中で試行

校ということで設けて、取り組まれること

も一つの方法かというように思っています

ので、そこら辺のことも踏まえた中で、先

生方の長時間勤務ということを尐しでも軽

減していただいて、子供たちと本当に向か

い合っていい授業、いい子育て、いい環境

をつくっていただけるように取り組んでい

ただきたいということをお願い申し上げま

す。よろしくお願いいたします。 

それから二つ目の部活動外部指導員の配

置のことについて２回目の質問をさせてい

ただきます。 

御答弁いただきましたように、中学校に

おきましては、技術的な指導をされている

ことは認識しておりますし、近年は全道・

全国大会、また、すばらしい成績を残され

てオリンピック・パラリンピックという優

秀な成績をおさめられているということ

も、子供たちにとっては大きな夢と希望の

実現が広がっているというように理解して

いるところでございます。 

美幌町では、いち早く外部指導員を配置

されておりまして、指導者にも恵まれ、今

後の活躍に大きな期待をしているところで

ありますが、国として学校教育法施行規則

の一部が改正され、今年度の４月１日から

施行されておりまして、中学校、義務教育

学校のスポーツ、文化、科学等に関する教

育活動に係る技術的な指導員に従事する部

活動指導員について、指導体制の充実が図

られたということでは、本当に喜ばしいこ

とだと理解しているところでございます。 

外部指導員については、二つの役割があ

りまして、一つ目には教員の負担軽減、二

つ目には生徒への専門的技術指導というこ

とになっておりますけれども、教員の助け

にもなっておりますし、生徒の技術向上に

も貢献しているもので、本当に救世主のよ

うな存在であります。 

外部指導員については、今までのような

ボランティアでの実技指導員でいいとは思

っておりませんので、今までは何の事故も

起きていなかったので問題にはならなかっ

たと思いますが、今後は明確にされていな

かった指導員の身分や勤務形態、それから

事故が起きた際の責任や補償といった規則



 

－ 31 － 

の整備がいち早く必要となってくると思い

ますので、このことについては、美幌町と

いたしましてはいつごろまでにこういう規

則などを定めていこうとしているのか、そ

の点についてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 時期等について

は、ここでの言明というか、いつまでにす

るというのは避けさせていただきたいと思

っています。 

今回こういう制度ができたというのは、

本当にいいことであるというか、また教員

の人事の中でも、例えば野球ができる先生

がいないだとか、バスケットができる先生

がいないなどという意味では、非常に困っ

ている状況であります。ですから、こうい

う制度で外部から入れるというのはいいこ

とだと思っています。 

ただ、坂田議員が今おっしゃったよう

に、いろいろな整備もしなくてはいけない

と。それから、当然その方々に今までのや

り方という話ではなくて、学校としてはど

ういうことに基づいてどうしなくてはいけ

ないか、教育というか研修もしていただか

なくてはいけないと。ただ入れるのがいい

というだけではなく、どこかの私立高校が

テレビなどで出ていましたけれども、従来

どおりの精神論とか指導において熱血形で

殴ることはもうそういう時代ではないとい

うか、そういうこともさせないためには、

どうしなくてはいけないかというようなこ

ともあります。今、私どもは本当に指導員

に恵まれてはいるのですけれども、多分そ

の方に移行するにしても、やはり職業を持

っていたりしますので、今困っているの

は、そういう指導員をどう確保できるかと

いう問題です。当然、身分的にもきちんと

した場合に、今度はお金がかかってくる。

では、国はそうやって定めてくれたのはい

いですが、全部これは町が負担してやるの

ですかということであって、そういうこと

もきちんと解決しなくてはいけないという

ことであります。私どもとしては、やはり

早い時期にこういうものを整備したいとい

う反面、こういう話は、教育は、一つはオ

ホーツク管内の中で教員が回っていますの

で、やはり管内の教育長会議などでも、こ

ういうことをどうしますかということで、

きちんとみんなで論議した中でやっていき

たいということもあって、先ほどに戻りま

すけれども、今、時期を明確にするのは避

けさせていただきたいというように思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 今、教育長が言

われたとおり、美幌町では外部指導員に恵

まれていて、本当に技術の向上が図られて

いてうらやましいと、ほかの地域から思わ

れているというのも聞いています。 

全国的に言えば、やはり技術の指導員と

いうのがなかなか学校によっては見つから

なくて、大変な状況というのもいろいろな

ところで話としては聞いている状況にあり

ますので、本当にその人たちがこれからど

んな形でかかわっていただけるのか、もう

一つ気になる部分では、教育長が先ほど言

われたように、美幌の教育の一環としての

部活動をどうあるべきかということが一番

問われている部分でもあるかと思います。

そこら辺のことについては、基本的な事柄

というのは、教師とそれから外部指導員の

明確な役割分担と相互理解が必要なのでは

ないかと思っているところでございますの

で、これからいろいろなことが整備されて

いくと思いますので、そのことを基準に考

えていただいて、しっかりとした決まり、

ルール、そういうものを決めていただくの

が一番いいのかと思います。 

今、一生懸命取り組んでいただいている

すばらしいボランティアの人たちのことも

十分考えて、取り組んでいただければとい

うように思っていますので、しっかりとし
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た考えを持ちながら取り組んでいただける

ように期待をしていきたいと思います。 

その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） ただいま助言を

いただいたことをしっかりと受けとめて、

ただ教育委員会が一方的に定めるというこ

とではなくて、やはり学校、学校といえば

教員の方々、それから実際にかかわってく

れる人たちの意見を聞いて、どういう形が

一番きちんとした方向性をもって進められ

るかということを考えて進めたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） それでは、ひき

こもりの実態把握と対策について、再度質

問をさせていただきます。 

先ほど答弁いただきましたように、多彩

な精神疾患が関与しているということも理

解はしているところでございますが、現

在、ひきこもりというのは大きな社会問題

の一つになっております。 

国の施策としても大きく取り上げられる

ほどになっています。家庭におきまして

も、恒例となった親たちを悩ませている大

きな問題でもあります。ひきこもりの程度

は人それぞれですが、大体の人は学生時代

や就職してすぐ挫折を経験しています。そ

の恐怖心やコンプレックスから定職につけ

ず、次第に他人とかかわりを持たなくな

り、外出することを避け、家族とのコミュ

ニケーションもなくなって、自室にこもっ

て昼夜逆転の生活に陥ってしまうというこ

とが言われています。 

現在の家庭は心のつながりが弱いとも言

われています。ひきこもりは本人だけでは

なく、家族のあり方、両親の心の余裕や夫

婦間の問題も起因し、子供は不安や怒りな

ど、ネガティブな感情に対して適切な行動

がとれないというのが現状のようでござい

ます。彼らには家族に見えない深い闇があ

ります。彼らには決して毎日を怠惰に過ご

しているわけではなくて、劣等感や自分に

対する自信のなさから、社会に対しておび

えているということにつながっています。

そして、自分がのみ込まれている社会への

不安感から脱却するために、日々助けを待

っています。彼らは不安を克服し、自信を

取り戻して社会に回帰したいと願っていま

すが、家庭内の家族だけでは、取り戻すこ

とはほぼ不可能と言われています。年齢が

高くなればなるほど、回復の難しさも加わ

ってきます。 

そこで、相談窓口の開設や民生委員の

方、また児童委員の協力をいただきながら

関係機関との連携を速やかに、支援体制の

確立をしていくべきだろうと思っていま

す。適切な支援を継続することが大切であ

って、取り組みの重要さを感じております

が、美幌町としては今後どのような取り組

みをされていくのか、考え方があればお聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（髙崎利明君） 今の質問でご

ざいますけれども、美幌町の今後の対応と

いうことでございましたが、今現在は答弁

でも述べさせていただいていますように、

美幌町では保健師等で行っている心の健康

相談、あと地域包括支援センターへ委託を

し、パンフレット、ポスター、広報等に掲

載しまして、今現在は、本人からは相談は

きませんので、家族等からの御相談を受け

て、その中で相談をしているという状況で

ございます。 

この分につきましては、家族からの相談

につきましても、当事者がどうしても拒ん

でいる場合だとか、本人の意思もありまし

て、家族からもなかなか相談しづらいとい

うような事例もありますので、答弁で述べ

させていただいているとおり、引き続きな

るべく家族等から相談してもらう体制を継

続するとともに、なかなか相談しづらいと

いうのは、今言いましたように、高齢にな
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り親がいないような場合になってきたら、

ますます一人で住んでいらっしゃる方は孤

立してしまいますので、そういう部分につ

きましても、今後民生委員さんを含めまし

て、そういう地域も含めて、そういう事例

があれば連絡を――今現在でも民生担当で

連絡を受ければ、そういう中でどういう対

応ができるのか、いきなり行ってしまって

も、拒まれたらなかなかそれ以上進みませ

んので、そういう状況等を把握した中で、

どういう対応が一番適切なのかというのを

関係機関等と協議しながら進めていきたい

と考えておりますので、御理解願いたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 今お答えいただ

きましたように、親からもなかなか相談と

いうのは難しいのかと思います。本人は当

然、なかなか相談に行くという環境にはあ

りませんので、私もかかわったことがあり

ますが、引きこもっている人に対してどの

ように話のきっかけをつかむかということ

が一番難しいかと思っています。 

デリケートな問題でありますので、こち

らから無理に話しかけてもなかなか乗って

いただけないのと、心を開いてくれないと

いうのが一番大きな問題かと思っています

ので、その状況を尐しでも理解してあげる

ものをつくってあげることと、それから近

くにいる人たち、若い人ではなくて、民生

委員さんたちは結構年齢の高い人たちも多

いので、そういう方たちはどちらかという

と話し方、相手のことを考えて声をかけて

くれたりしますので、そういうことをきっ

かけにできれば尐しでもそこから１歩でも

２歩でも外に出てもらえる状況、環境をつ

くっていくことが今一番大切なことかと思

っていますので、私も理解したいと思って

います。 

ひきこもりについては、調べれば調べる

ほど課題が多岐にわたっているということ

で、簡卖に解決できる問題ではないという

のは十分理解していることでございます。 

美幌で生活をしている人たちがどのぐら

いいるかというのが全くわからない状況

で、私たちとすれば、せっかく生まれてき

て、せっかく成長して美幌に住んでいると

いうことでありますので、一日でも早く社

会復帰できるためのきっかけづくりをして

いただければと思います。 

簡卖にはいかないと思いますし、病気を

持っていれば持っているほど声をかけづら

い状況というのは簡卖に直っていくという

ことにもつながっていきませんが、でも美

幌で生活している人たちのために、尐しで

も窓口、声をかけられるきっかけ、そうい

うものをつくっていただきたいと思いま

す。 

高齢者の方々に、よくヤクルトを配達し

て安否確認ということがあります。それと

同じにはなりませんが、そういうところに

住んでいる状況が確認された段階で、尐し

でも話をできるきっかけ、そういう取り組

みをもう尐し具体的に研究しながら取り組

んでいただければと思っていますので、私

たちとすれば、その点についてはこれから

期待をしていきたいと思っています。 

すぐ解決できる問題だとは思っておりま

せんので、尐しでもいいから前に進める状

況をつくっていただく、取り組んでいただ

くということを期待して、この質問は終わ

らせていただきます。 

以上で終わります。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（髙崎利明君） ただいま坂田

議員がおっしゃられたとおり、ひきこもり

というのは、迅速な行動着手と焦らずに見

守る点が大切だと聞いております。 

今現在、先ほども話したように包括支援

センターでも平成２２年から取り組みをし

ておりまして、現在、定期的に電話連絡等

をとっている方は４名ほどいますので、そ

ういう人たちも含めて、状況がわかった段
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階で速やかにこちらのほうで対応していく

という体制を整えていきたいというように

考えておりますので、どうか御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これで、９番坂田

美栄子さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１４時３５分といたします。 

午後 ２時２０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時３５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 〔登壇〕 私は、

通告しております２点につきまして質問を

いたします。 

まず１点目は、美幌町の人口減尐対策に

ついてであります。 

一つには、２０４０年の美幌町推計人口

１万４,２２８人についてであります。 

平成１５年、２０年、２５年と過去３回

にわたって、国立社会保障・人口問題研究

所が国勢調査をもとに将来人口を推計し公

表していますが、美幌町も深刻な人口減尐

となっています。 

平成２５年３月公表の推定では、２０１

０年対比で３０年後の２０４０年の美幌町

は、①総人口では２万１,５７５人が１万

４,２２８人のマイナス３４.１％に、②０

～１４歳の子供の数では、２,７２０人が

１,３１７人のマイナス５１.６％に、③１

５～６４歳の生産年齢人口では、１万２,９

０５人が６,７２７人のマイナス４７.９％

に、④２０～３９歳の若年女性数２,０６１

人が１,０８６人のマイナス４７.３％に、

⑤６５歳以上人口では、５,９５０人が６,

１８４人となって、高齢化率が４３.５％に

なると、このように推計されています。 

町長は、①～⑤の急激な人口減尐推計及

び高齢化率の上昇をそれぞれどのように受

けとめておられるか、まずは伺います。 

２点目、各種計画策定時の人口減尐推計

の反映についてであります。 

各種まちの計画を策定されるに際して、

急激な人口減尐をどの程度反映されている

のか伺います。 

３点目、町内各団体との意見交換につい

てであります。 

人口減尐の影響及び対策について、町内

各団体とどのように意見交換を行っている

のか伺います。また、各団体の受けとめ方

についてもお聞かせいただきたいと思いま

す。 

４点目、田園回帰の流れを呼び込む取り

組みについてであります。 

近年、都市部に住む人のうち、農山漁村

への定住希望者が３１％、これは１０年前

と比べて１１％ふえており、２０１４年８

月内閣府の調査でありますが、その結果が

公表されておりまして、年代別では２０～

２９歳が３８％と最も高く、定住実現に必

要な条件では、医療機関の存在が６８％で

トップ、生活が維持できる仕事があるが６

１％など、受け入れ側の課題が示されてい

ます。 

美幌町として、この流れを積極的に呼び

込み、首都圏との縁結びを積極的に進めて

いく町を挙げた取り組みが求められている

と思いますが、考え方をお聞かせいただき

たいと思います。 

５点目、地域内経済循環の取り組みにつ

いてであります。 

持続可能なまちを目指す全国の取り組み

の中から、地域の個性の発見、自治体によ

る個別経営体、農協・森林組合などへの支

援と再投資力の形成、自治体施策を通した

仕事、雇用の創出、地域金融機関による地

域内企業への金融円滑化など、人口減尐時

代の地域の再生方策が注目されています。 

美幌町のトップリーダーとして、地域内

経済循環への取り組みを各団体に呼びかけ

て着実に積み上げていくべきではないかと
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考えますが、いかがでしょうか。 

二つ目は、高齢者肺炎球菌・インフルエ

ンザワクチン接種助成についてでありま

す。 

高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事

業計画、平成２７年から２９年度の計画で

すが、ここで、高齢者の健康づくり、疾病

予防の推進として、高齢者肺炎球菌ワクチ

ン及び高齢者インフルエンザワクチンの予

防接種の実施と推進をうたっています。 

昨年度のワクチン接種状況は、高齢者肺

炎球菌ワクチン３８.９％、高齢者インフル

エンザワクチン４３.４％となっています

が、この接種率をどのように評価されます

か。 

一方、高齢者の経済状況は苦しい生活を

余儀なくされており、肺炎球菌ワクチン接

種の自己負担３,５００円、インフルエンザ

ワクチン接種の自己負担１,０００円が障害

となっている可能性があります。 

高齢低所得者の健康づくり、疾病予防の

推進のために、自己負担の無料化または一

定の助成が必要となっていると思います

が、町長の考え方をお聞かせいただきたい

と思います。以上です。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 大江議

員の質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

初めに、人口減尐対策について。 

１点目の、２０４０年の美幌町推計人口

１万４,２２８人についての急激な人口減尐

推計及び高齢化率の上昇をどのように受け

とめているのかについてでありますが、年

尐人口の減尐は、子供たち同士が切磋琢磨

しながら成長していく教育的な影響を初

め、さらなる生産年齢人口の減尐による地

域経済に対する影響など、危機感を持って

重く受けとめております。 

また、生産年齢人口の減尐は、経済規模

や労働市場の縮小に直結するとともに、高

齢者を支える割合が低下し、さまざまな面

で影響を及ぼすものと受けとめておりま

す。 

さらに、若年女性人口の減尐は、年尐人

口の減尐に直結し、さらなる人口減尐を加

速することとなります。また、同時に女性

の労働力の減尐にもつながり、経済社会へ

与える影響も大きいものであると認識して

いるところであります。 

いずれにいたしましても、各世代におけ

る人口減尐は、経済規模の縮小や社会生活

サービスの低下などを招き、さらなる人口

流出を引き起こすと言われております。 

本町においても、人口減尐や高齢化率の

上昇は、今後のまちづくりにおいて大きな

影響をもたらすものと重く受けとめ、危機

感を持って今後も対策を進めてまいりたい

と考えているところであります。 

本町では、平成２７年１０月にまち・ひ

と・しごと創生総合戦略を策定し、四つの

基本戦略に掲げる施策を柱として人口減尐

対策に取り組んでおりますが、人口減尐の

流れを抑えるには長い年月を要するものと

考えております。 

今後も引き続き、美幌町で子供を産み育

てたい、住み続けたいと思える切れ目のな

い施策を推進し、長期的かつ戦略的な人口

減尐対策を進めてまいりたいと考えており

ます。 

２点目の、各種計画策定時の人口減尐推

計の反映についてでありますが、平成２８

年４月に策定いたしました第６期美幌町総

合計画においては、人口の推移と今後の推

計結果を基本とし、子育て支援の充実や雇

用の拡大・安定など、いつまでも住み続け

られる生活環境づくり、あるいは定住につ

ながる取り組みや移住人口をふやす取り組

みを積極的に進めることにより、人口減尐

対策を講じることとしております。 

また、平成２９年３月に策定しました美

幌町公共施設等総合管理計画におきまして

も、人口推計や財政状況などを踏まえ、公

共施設の総量について目標値を定めるな
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ど、人口減尐を反映した計画となっており

ます。 

３点目の、町内各団体との意見交換につ

いてでありますが、人口減尐対策として策

定しております美幌版総合戦略につきまし

ては、産・学・金・労・言の、産の部分か

ら美幌町農業協同組合・美幌町森林組合・

美幌町商工会議所及び美幌観光物産協会、

学の部分から美幌高等学校、金の部分から

網走信用金庫美幌支店、労の部門から美幌

地区連合会、言の部門から北海道新聞社北

見支社のそれぞれの団体などから推薦され

た８名の委員と、一般公募１名の委員で構

成されている美幌町まち・ひと・しごと創

生推進委員会において、具体的な施策の効

果検証や意見交換などを実施しながら、各

施策の推進を図っているところでありま

す。 

また、各団体の受けとめ方についてであ

りますが、美幌版総合戦略に掲げる施策を

官民一体となって、長期的かつ着実に推進

することが、急激な人口減尐の歯どめにつ

ながるとの見解をいただいているところで

あります。 

４点目の、田園回帰の流れを呼び込む取

り組みについてでありますが、移住及び交

流促進の観点から、東京都で開催の北海道

暮らしフェアにおいての本町ＰＲや、今年

度から参画しました北海道田舎活性化協議

会、オホーツク町村会主催の東京都江東区

との交流連携事業などの広域的な取り組み

を含め、首都圏を初めとしてさまざまな情

報発信を全国に向けて展開しているところ

であります。 

今後におきましても、本町が持ち合わせ

ている景勝地や清流など恵まれた自然環境

を初め、交通アクセスや災害の尐なさなど

の地域特性をＰＲし、田園回帰の流れを意

識した移住及び交流促進の施策など、積極

的に推進していく所存であります。 

５点目の、地域内経済循環の取り組みに

ついてでありますが、地域経済の活性化に

関しては、美幌版総合戦略の基本戦略１に

掲げております「地域での基幹産業を守り

育て、強化するとともに新たな産業と雇用

の場をつくる」に基づいた施策の推進を図

っているところであります。 

また、平成２８年度には、地方創生加速

化交付金の活用により、木による地域内経

済循環を図り、今後においても、地域資源

を活用した経済循環の取り組みを進めてま

いりたいと考えております。 

今後も引き続き、各団体からの意見をい

ただきながら、地域資源を活用した地域内

経済循環の構築などを含め、人口減尐時代

における地域の再生方策を進めてまいりた

いと考えておりますので、御理解のほどよ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

次に、高齢者肺炎球菌・インフルエンザ

ワクチン接種助成についてでありますが、

高齢者肺炎球菌ワクチン接種は、予防接種

法に基づき、肺炎球菌に起因する肺炎の発

症及び重症化を予防する目的で平成２６年

１０月より実施され、予防接種することに

より高齢者の健康保持、増進を図るもので

あります。 

対象者は、町内に在住する６５歳の方、

６０歳以上６５歳未満の方であって、心

臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺

の日常生活活動が極度に制限される程度の

障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルス

により、免疫の機能に日常生活がほとんど

不可能な程度の障害を有する方、並びに平

成２７年４月１日から平成３１年３月３１

日までの間は経過措置として、７０歳、７

５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳ま

たは１００歳となる日の属する年度の初日

から当該年度の末日までの間にある方を対

象として、年１回接種を行い、町は被接種

者に対し３,５００円を助成し、実施医療機

関は接種料金から助成額を除いた３,５００

円を被接種者から徴収するもので、生活保

護受給者については、予防接種費用の全額

を町が負担するものであります。 
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高齢者インフルエンザワクチン接種は、

季節性インフルエンザの発病による重症化

の防止及び蔓延の防止を目的として、平成

１３年から定期接種として実施し、接種対

象者は、町内に在住する６５歳以上の方と

６０歳以上６５歳未満の方であって、心

臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺

の日常生活活動が極度に制限される程度の

障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルス

により免疫の機能に日常生活がほとんど不

可能な程度の障害を有する方が対象とな

り、接種回数は１回で、被接種者は美幌

町、大空町及び津別町で接種の場合、自己

負担額１,０００円で、３町以外の医療機関

で接種した場合、接種費用から本町負担額

１,８００円を除いた額を負担することとな

っており、生活保護受給者については、予

防接種費用の全額を町が負担するものであ

ります。 

御質問の、接種率をどのように評価され

るかでありますが、町としては、多くの方

の接種を期待しているところですが、この

二つの予防接種につきましては、予防接種

法に基づくＢ類疾病に分類され、予防接種

対象者については努力義務が課されていな

いことから、個人予防、個人の発病、重症

化防止目的に比重を置いたものであり、接

種を希望される方については、受け入れる

体制を整えているところであります。 

高齢低所得者の健康づくり、疾病防止の

推進のために、自己負担の無料化または一

定の助成が必要となっていることにつきま

しては、高齢者インフルエンザワクチンの

助成は、現状のとおり進めたいと考えてお

りますが、高齢者肺炎球菌ワクチンの助成

については、定期接種として生涯１回の接

種となっていること、本町の平成２８年次

の死亡順位で肺炎は３位と上位になってい

ることなどを考慮し、町の財政状況を見な

がら、近隣市町村の自己負担額の推移を調

査・研究し、予防接種対象者が接種しやす

い環境づくりを検討してまいりますので、

御理解のほどよろしくお願いをいたしたい

と思います。 

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 再質問をさせてい

ただきます。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計は

１万４,２２８人でありますが、美幌町が町

の現在の状況を推計いたしますと、同じく

２０４０年には１万１,９４１人、さらに大

きく差があるのだという推計をしていま

す。これは、両方とも大変ショッキングな

数字でありまして、しかも推計は一定の根

拠をもってされておりますので、全く無視

できるものではないと。これを視野に入れ

て、美幌町全体で人口減尐に取り組むとい

うことを共通の認識にする必要があると私

は思いまして、人口減尐問題では私自身は

これで３回目の一般質問だと思いますが、

取り上げていることになります。 

そこで、幾つかお聞きしますが、美幌町

の平成２８年１０月に策定された、まち・

ひと・しごと創生総合戦略では、近年の人

口動態が今後も続くと仮定した町独自推計

では、先ほど申し上げました本町の総人口

は１万１,９４１人まで減尐すると見通され

ていると。同時に、この計画の中で、さま

ざまな取り組みが行われようとしています

が、その効果が着実に反映されて、その次

にこのように言っています。合計特殊出生

率と人口移動が仮定値のとおり改善し、さ

らに観光地もしくは企業の誘致が実現した

場合、３０年後の２０４０年、平成５２年

の人口は１万４,５００人となるということ

で、国が推計している１万４,２２８人より

もほんの尐しふえるということで、相当努

力をしても、ほぼ国の推計どおりにしかな

らないということを相当高い目標を持った

計画の中で大いに努力した結果、しかし１

万４,５００人ということで、１万４,２２
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８人よりは尐し多いという数字になりま

す。このように言っているわけです。 

それで、この総合戦略の中で注目してい

るのは、さまざまな分析がされておりまし

て、それぞれの分析の根拠はもちろん根っ

このある話なので、しっかり現実を踏まえ

た上で、以上のことからということで、結

論が示されています。 

出生率の上昇につながる施策を基礎とし

て、継続的に実施しつつ人口の社会増をも

たらす、または社会減に歯止めをかける施

策に重点的に取り組むことが重要であると

ういう骨組みになっています。 

そこで、お聞きいたしますが、午前の質

問の中でも触れられておりましたが、美幌

町の現在の合計特殊出生率の動きを担当者

から聞かせていただいております。 

平成２４年に１.７１という数字がありま

したが、平成２５年に１.６０、２６年に

１.３４、２７年に１.２７、２８年に１.３

８という数字でありまして、この計画の中

で示されている平成２０年から２４年の５

年間の平均が１.６４に対して、いずれも大

きく下回ってきているという状況がござい

ます。この数字について、町長は、まちづ

くり創生の推進本部の本部長でもあるとい

うことで、数字はしっかり押さえておられ

ると思うのですが、改めてどのように受け

とめておられるか伺います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 総合戦略の中に、

１.７０というのが目標値として定められて

おります。そうした意味から、１.７１にな

ったのが平成２２年だったと思いますけれ

ども、それ以降、減尐傾向に入ってきてお

ります。ただ、この計画もことしで終わり

ということではなくて、平成３５年までの

計画でありますので、いずれにしましても

今諦めて立ち尽くす状態ではなくて、これ

からも積極的にこうしたことの取り組みを

しっかりとしていかなければいけないとい

うのが私の率直な気持ちでございます。 

それで、やはりこの数字を見ると、もう

一踏ん張りどころか、３馬力ぐらいかけて

やらなければ、なかなか厳しいのではない

かという思いをしているところでございま

すが、なかなかこの合計特殊出生率を上げ

るというのは、力わざが必要でありまし

て、もちろん時間とエネルギーも要するわ

けでありますけれども、いずれにいたしま

しても、１.７０の目標に向かって今後とも

諦めずに目標達成に向けて努力をしていき

たいと、そのように考えているところでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 総合戦略を立て

て、将来２.１０まで出生率を高めていきた

いという過程で、計画は平成２７年１０月

に立てられました。２７～３１年までの５

年間で１.７０までいこうというときに、ス

タート時点でつまずいているという状況を

どう受けとめるかということです。 

それで、うんと昔はわかりませんが、全

国的にも美幌町の出生率は高くて、多分下

回ったことはなかったと思うのです。とこ

ろが、平成２６年全国の出生率は１.４２、

平成２７年で１.４６と全国の合計特殊出生

率は極端ではもちろんないのですけれど

も、徐々に右肩上がりになっています。 

北海道は、実は４７都道府県の中で４５

位ということで、下から３番目です。その

北海道の中でも、ついには平成２７年、北

海道１.３０、美幌町１.２７ということ

で、美幌町はついに抜かれてしまいまし

た。平成２８年は、美幌町はわかります

が、北海道や全国の数字は今のところ私の

手には入っていませんので比較ができない

のですが、多分全国は上がっているだろう

というように思われます。北海道もそうで

はないかと思います。 

そう見ますと、出生率の上昇につながる

施策を基礎として、継続的に実施しつつと

いう、この総合戦略の基本の部分で、出生
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率の上昇ではなくて、いまだかつてない現

象ということを、私は本部長としてどのよ

うに捉えているかということを、その認識

を伺いたいのです。 

というのは、今は５年間ですが、もう２

年経過して、ことしは折り返しの平成２９

年です。５年計画の折り返し地点にありま

す。やはり毎年毎年、数値を見ながら手を

打っていくという機動性のあるものではな

いのかと思います。美幌町のまち・ひと・

しごと創生本部というのは、そういう機動

性を持って計画を立てていかれるのではな

いかと期待しているのですけれども、そう

ではないのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 私は本部長であり

ますので、本部長の立場でというようなお

話でありましたけれども、数字はうそをつ

いておりませんので、平成２７年から２８

年にかけて０.１１％伸びているということ

も踏まえて考えますと、今ここで諦めて何

もしないということよりは、やはりもう一

度ここに立ち返って前に向かっていかなけ

ればいけないのではないかというのは、本

部長としての私の立場上言えることだと思

っております。 

それがまた、全体の士気を鼓舞するとい

うようなことになっていくのではないかと

思っているところでございます。 

それで、全国的な動きも尐しお話があり

ました。一時は全国を上回って、かなりい

い数字が出ていたということで、私も尐し

自慢げにお話ししたこともありましたけれ

ども、ここ数年、全国より下がって、しか

も町内的にもどんどん下がっていくという

ことでありましたので、尐し不安な面もあ

りましたが、２８年については、若干では

ありますけれども、持ち直してきていると

いうことでありますので、この勢いを借り

て、というよりは勢いをもってしっかりと

した取り組みを今後ともしていきたいと思

っております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 国立社会保障・人

口問題研究所の推計よりも、美幌町の現状

認識のほうがはるかに厳しいということで

計画は立てられているので、私は対策その

ものも全国レベルではなくて、もっと１歩

２歩踏み込んでされるものと期待をしてい

ますが、この総合戦略で今私が数値を申し

上げたのは、実は担当者から聞き取りをい

たしました合計特殊出生率のみでありま

す。ですが、この総合戦略の中では、数値

目標と重要業績評価指標によって、ＰＤＣ

Ａサイクルの展開を行っていくのだという

ことも示されています。 

それで、四つの柱に基づいて基本戦略が

立てられ、それぞれ数値目標、あるいは重

要業績評価指標というのが示されていま

す。これは今だけの話ではなくて、これか

らもそうしていただきたいと思っているの

ですが、町民が共通の認識にする大事な数

値なのだろうと思いますので、この際、数

値目標をそれぞれの課題ごとに示されてお

りますので、現状でどうなっているかとい

うのを改めてお示しいただければありがた

いと思います。いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） この計画に対

しましては、それぞれ四つの柱で基本戦略

を立てております。その中で１本の柱ずつ

数値目標の設定をさせてもらっております

し、それから、各事業についてのＫＰＩに

ついても設定をさせていただいておりま

す。 

それで今現在、２８年度の事業実績に基

づきますこれらの数値目標の達成度合い、

それからＫＰＩの数値との比較について、

今整理をしているところでございまして、

恐らく８月ぐらいには最終的な数値がまと

まり、これからプロジェクトチームでの協

議を経て、本部会議での協議をしていただ

くことになります。 
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最終的には有識者会議、推進委員会の中

で協議をいただいて、それに対するＫＰＩ

の開きとの対策についてどうしていくかと

いうものについても、あわせて協議をして

いきたいと思っていますので、具体的な

個々の数値等については、もう尐し時間を

いただければお示しできるような状況にな

ろうかと考えております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 数値目標やＫＰＩ

については、今整理中で８月ごろにはでき

上がるということでありますので、私はぜ

ひ町民の共通認識にするためにも公表して

いただいて、全町民とか全ての分野でどう

するということを議論していかなければ、

本当に大変な事態になると思いますので、

ぜひ公にしていただきたいと思います。中

には、芳しくない数字というのもあるのだ

と思うのですが、それも含めて大胆に公に

し、これをどうするということで、全町民

の英知を結集しなければならないのだと思

いますので、ぜひ数値目標などについて議

論ができるようにしていただきたいと思い

ます。 

それで、この件に関しては、実は美幌町

まち・ひと・しごと創生推進委員会がつく

られています。産業界、行政機関、教育機

関、金融機関、労働団体、メディアなどか

ら選ばれた人たちなので、町民の各界を代

表する人たちだということなので、ここで

の議論というのが非常に大事なことになる

だろうと思うのですが、これを初めとしま

して、それから役場の担当や部長、あるい

は主幹など１９人で構成する創生本部、そ

れからプロジェクトチームなどがつくられ

ていますので、それぞれどんなテンポでこ

の会議が行われているのか、あるいはその

予定なのか、これも聞かせていただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず平成２８

年度の事業評価、そして先ほど質問のあり

ました数値目標、それからＫＰＩの検証に

ついては、今月の２２日にプロジェクトチ

ームの開催をする予定でございます。この

中の協議を経て、すぐ本部会議を開催した

いと思っていますし、７月中には推進委員

会のほうで最終議論をいただくという形

で、最終それらのＫＰＩに対する差、ある

いは数値目標に対する取り組み状況等につ

いての総括というのは、その時期までに終

えたいと思っています。 

先ほど、答弁漏れしましたけれども、公

表についてでございますが、平成２７年１

０月に策定をした計画でございます。平成

２７年度の事業についてのこれらの数値目

標等との検証については、今、町のホーム

ページで公表をさせていただいておりま

す。ただ、できたのが１０月ということ

で、実質的には年間通した評価というのは

２８年度からになろうかと考えております

けれども、２７年度の取り組み成果につき

ましては、ホームページで公表をさせてい

ただいているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 計画を立てて実行

して、それを点検、評価し、改善策を立て

るということを、とりわけ基本戦略の中で

はしっかりやっていくのだという方向性が

出されているので、計画そのものはしっか

り取り組むということになっていると思う

のですが、問題はチェックをし、評価を

し、どこに改善策があるのかということを

全庁挙げて取り組んでいかなければならな

い大変大事な課題だと思いますので、でき

るだけ早くその基礎となる数字を公にして

いただきたいということをこの点では申し

上げていきたいと思います。 

それで、この項の４点目に移ります。 

美幌町は農村地域でありますので、内閣

府が田園回帰の動きを注目してアンケート

などもされているところであります。 
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町としては当然、このデータなどはお持

ちだと思うのですが、ここで私は注目して

いる数字を申し上げたいと思うのですが、

農山漁村地域に定住してみたいという要望

がある、どちらかというとあると答えた人

にその条件を聞いているのですが、医療機

関、病院等の存在がトップに上がっており

まして、美幌町は、第１に候補地に足り得

ています。二つ目は生活が維持できる仕事

があることなのですが、買い物、娯楽など

の生活施設の存在がある、生活していく上

で必要な交通手段の確保などなど、美幌町

にとって見れば、ハードルが高過ぎてどう

にもならないということではないのです。

これをどうやって発信していくかというこ

とが求められていくのだろうと思うので

す。 

あわせて、農水省もこの調査などをもと

にしまして、答える地方づくり、魅力ある

農山漁村づくりに向けてということで、田

園回帰の実現をしていきましょうというこ

とが公にもされています。美幌町として

は、この動きをどこかで検討し、あるいは

手だてを打っているということはあるので

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） こういった意

識をターゲットとしてという具体的な協議

はされておりませんが、ただ、大江議員指

摘のとおり、今まさに農山漁村に対する必

要性ですとか重要性というのが、同じ調査

が１０年前にされておりますけれども、１

０年前と比較をすると相当農山漁村に対す

る理解度というのが膨らんできているの

は、数値として出されており、実感をして

おります。また、そこの地域における定住

等に対する意向も相当増加をしてきている

というのが、この１０年間の調査の中の数

字としてあらわれてきているところでござ

います。 

今、議員がおっしゃったとおり、こうい

う地域に定住を考えた場合に必要とされて

いるものというのが、上位でいけば医療機

関の存在が１番で、２番目が生活維持のた

めの仕事、３番目に居住に必要な土地、家

屋が安価に手に入る、４番目には自治体の

情報全般を安易に入手できる方法を確保し

ていただきたい、５番目には交通手段の確

保ということが挙げられております。 

先ほど議員がおっしゃったとおり、美幌

町はハードルが高いまちではないと考えて

おりますので、これらのことも考慮をしな

がら、若い世代の方々の定住促進に向けた

取り組みについても、検討を図ってまいり

たいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 結構各省庁で、全

国町村会も含めまして、田園回帰というの

は町村会が言い出したのだという話のよう

ですが、そういう認識が非常に広まって定

着して、改めて地方を見る目が注目される

ということなので、田舎の個性を大いに発

揮して、美幌町を売り出していくというの

は、外部から人を呼び寄せるという点で、

大変大事な取り組みなのだろうと思いま

す。 

ぜひ、経済部が中心になるのか、総務部

なのかはわかりませんけれども、それぞれ

英知を発揮していただければと思います。 

時間配分が余りよくないので、残り時間

が９分を切りました。 

地域内経済循環の取り組みについて、町

長はずっとしきりに外部から企業を呼ぶの

ではなくて、美幌町に現に存在している分

野に光を当てていくのだということで取り

組みをされています。 

小さくともキラリと輝く自治体をつくっ

ていこうという全国的な動きがあります

が、そこで指摘されているのは、地域の個

性の発見だとか、市町村が個別の企業や農

協、森林組合などへの支援をする、あるい

は再投資力を形成していくというようなこ

とです。方向性としては土谷町長が目指し
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ているものと一致するのだろうと思うので

すが、より一層拍車をかけるという点で、

大きく人口が減りますという中で言えば、

加速していく必要があるのだろうと思いま

すが、そういう点で、地元の各団体との意

見交換というのはどのようにされているの

でしょうか。 

これを最後にお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 団体と具体的なテ

ーマを絞って地域内の経済をどう回すかと

いう論議をしたことは、実は私の記憶の中

では余りないのですけれども、ただ、私と

しては日ごろからいろいろな会合に出て言

っているのは、やはり美幌に１万ヘクター

ルの畑とそれから美幌峠を中心とした景観

のすばらしさがありますし、また、６２％

が山林であるというようなことで、とりわ

けこの山林については６２％もあるという

ことで、これを中心に地域経済を回せない

かという思いで１０数年前から取り組みを

始めてきたところでございます。 

それで、これをさらにというようなこと

でありますけれども、今、森林組合ではコ

アドライというものを製造、生産する予定

でありますので、これらも生かしながら、

取り組みをさらに前に進めてまいりたいと

思っておりますし、また既存の事業であり

ます町産材の活用であるとかリフォームで

あるとか、そういったものを総合的に推し

進めながら、この地域のお金を地域の中で

回せるというようなことを考えてまいりた

いと思っていますし、さらに言えば、この

地域エネルギーもできればそのような形に

できればいいなという思いを今は持ってい

ます。ただ、一気に全てを全体的に推し進

めるというのはなかなか難しいという思い

をしておりますので、着実な歩みをしっか

りとした中で進めてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

それで、最初に論議になった点につい

て、尐しお話をさせていただきますと、合

計特殊出生率が平成２８年度分の全道、全

国が出ていないというお話がありましたけ

れども、概数値で出ているのが、全道で言

いますと１.２９であります。全国が１.４

４ということで、北海道は２７年と同数

値、そして全国では０.０１ポイント下がっ

ているという状況で、これは概数なので変

わる可能性もありますが、一応しかるべき

機関が発表している概数ということで、捉

えていただきたいと思います。 

それと、田園回帰についても全国町村会

で言っておりまして提言もしております。

これの出どころが小田切先生という明治大

学の先生でして、この方が実は去年美幌で

講演会をやりまして、そういった意味から

も田園回帰については職員も学んでいると

思いますので、これから尐しずつ芽が出て

くるのではないかと、そのような思いをし

ているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 総合戦略のスター

ト時点で、私は好スタートを切れたとは思

っておりませんが、マラソンでもあります

ので、ぜひおくれを取り戻して、そろそろ

先頭集団に立っていただければと期待を込

めて次に移りたいと思います。 

高齢者肺炎球菌・インフルエンザワクチ

ン接種助成のことですが、確かに目標など

は立てないで受け入れを行っていくという

ことです。しかし、高齢者保健福祉計画・

第６期介護保険事業計画では、高齢者の保

健予防では、唯一これが取り上げられてい

るのです。きっと計画を立てた担当とすれ

ば、願わくば１００％にという思いはある

のだと思います。 

そこでお聞きしますが、この計画を立て

る上で、アンケートの調査がされていま

す。それで見ますと、アンケートに答えら

れた人の４８.９％が収入源は国民年金だ

け、あるいは、年金はありませんというの

が０.４％。実に４９.３％は、多分月額５



 

－ 43 － 

万５,０００円以下ぐらいの生活実態なのだ

ろうと思います。それで、同じアンケート

で生活状況はどうですかと聞かれて、６５.

２％の人が苦しい、あるいは、やや苦しい

という方々を合わせると、実に３人に２人

がなかなか大変だという状況です。 

いいことがわかっても、簡卖には予防接

種を受けられないということです。 

それで、政府は盛んに肺炎球菌ワクチン

の宣伝をしています。大抵の人は、ただで

受けられるのだと思っているのです。通知

が来て、３,５００円の自己負担があるとい

うことで尻込みをしているという状況で

す。 

国はほとんど持っていないようで、町が

３,５００円なので、こういう状況から、懐

に心配しないで接種ができるように、３町

でぜひ御検討いただけないでしょうか。 

時間もないので結論だけお聞きいたした

いと思います。いかがでしょうか、町長。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） ３町ではわかりま

せんけれども、いずれにしましても、この

肺炎球菌については、美幌町は肺炎の死亡

率が３位で多いということなので、これに

ついては早急に検討してまいりたいと、そ

のように思っております。 

○議長（大原 昇君） これで、２番大江

道男さんの一般質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後 ３時３５分 散会   
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